
Title 南スラヴ統一問題
Sub Title
Author 林, 毅陸

Publisher 慶應義塾理財学会
Publication year 1917

Jtitle 三田学会雑誌 (Keio journal of economics). Vol.11, No.9 (1917. 9) ,p.1148(16)- 1188(56) 
JaLC DOI 10.14991/001.19170901-0016
Abstract
Notes 論説
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN00234610-19170901-

0016

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会または出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって
保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守してご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to the respective authors, academic societies, or
publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


娘
十1

卷

(

ニ
四o

織

.説
南
ス
ヲ
ゲ
統
一
诎
驵

南
ス
ラ
、
ヴ統一問題

第九號

—I人

林

毅

陸

轉
し
て

.全歐
の
戰
ビ
な

b
w
轉
し 

際
限
な
く
、其
の
含
む
所
の
重
大
問 

VJ

す
る
の
色
な
き
に
非
ず
。
然
も

■

嫌

，

今
囘
の
大
戰
は
其
端
を
巴
爾
斡
に
發
し
た
り
。
其
の

一 

て
全
世
界
の
紛
亂
と
な

\
興
の
'利
害
關
係
の
及
ぶ
所
殆
ど 

題
亦
殆
ど
無
數
な
る
に
至
る
や
，人
或
は
巴
爾
斡
を
忘
れ
ん

問
題
は
結
局
に
於
て
興
の
出
發
點
に
歸
り
、巴
爾
幹
の
運
命
如
何
は
實
に
此
大
戰
の
勝
敗
を
決 

す
る
主
要
標
準
を
爲

す
。

獨
逸
が
此
戰
骄
を
激
發
せ
し
む
る
に
當

h
て
懷
抱
せ
し
壯
圖
雄
赂 

は
架
し
て
實
現
せ
ら
る
べ
き
や
否
や
。
興
決
定
ば
第

1

に
此
の

『

世
界
政
策
の
十
字
街

』

た
る

a 

爾
幹
半
島
に
於
て
與
へ
ら

.る
べ
き
な
り
。

 

.

想
ふ
‘に
巴
爾
斡
半
路
は
典
の
地
理
的
位
地
に
於
て
歐
洲
の
東
南
隅
に
存
す
る
一
の
瘤
た
る 

の
觀
ぁ

b
。
然
も
此
瘤
た
る
や
歐
萠
の
連
絡
ょ
グ
言
へ
ば
、军
に
_
粱
の

K

地
を
占
む

。

或
は

w

i

n
 哉
：
P

1

!
!
ヤ̂
^ン

V
令

蕃

 

钱

東
西
兩
勢
力
の
西
行
し
苦
く
は
東
行
す
る
に
於
て
の
大
國
門
な

b

と
謂
ふ
を
得
べ
し
。

而
し 

て
此
大
關
門
の
番
兵
と
し
て
、五
百
年
以
前
に
土
其
厍
人
の
西
侵
に
牴
抗
し
舡
絕
に
し
て
且
慘 

絕
な
る
決
戰
を
爲
し

.た
る
は
、

^

ち
セ
ル
ヴ
ィ
ア
人
な

$

き

.0
一

千

三

百

八

十

九

年

六

月

十

五 

日
コ
ソ
ヴ

.ォ
の
大
戰
に
於
て
、セ
,
デ
ィ
ア
人

♦ホ
ス

一
一
ア
.
及

ア
,

バ
ニ
ア
人
等
の
連
合
®
は
新 

進

.の
土
耳
其
银
の
敗
る
所
と
な

b

、セ

\

ヴ
ィ
ア
最
後
の
皇
帝
た
る
ラ
ザ
ー
グ
ば
戰
死
し
た

b

o
 

而
し
て
セ
ゲ
グ
ィ
ア
の
獨
立
玆
に

C

び
土
耳
興
人
願
業
の
基
礎
玆
に
成
れ
り
。

•

コ
ン
ス
タ
ン 

ドチ
.
/.

丨
ブ
ダ
の
陷
落
は
■一

 

千
四
百
五
十
三
年
に
在

$

と
雖
も

.コ
ソ
ヴ
ィ
に
於
.て
既
に
關
門
は 

突
破
せ
ら
れ
し
な
シ
。

以
後
土
耳
其
人
は
セ
ー
ヴ
及
ダ
ニ
ユ
ー
ブ
雨
河
の
交
叉
點
に
立
て
る 

ベ
た
グ
ラ
ー
ド
を
以
て
、自
ら
防
衛
し
且
西
方
に

®

出
す
る
の
關

r

a
と
爲
せ
ぅ
。
此
の
如
く
に 

し
て
巴
爾
幹
半
島
に
次
で
甸
牙
利
も
彼
等
に
征
服
せ
ら
れ
、又
雛
也
鈉
す
ら
其
安
全
を
脅
さ
る 

>
R

•至
ぅ
し
な

-

^
.0n

ソ
ヴ
ォ
の

1

戰
は
實
に
セ

A

ヴ

7

 

.ア
の
存
亡
を
決
す
る

^

同
時
に
、歐 

洲
の
運
命
に
絕
大
な
る
影
響
を
與
ベ
た

b

°
歐
洲
永
久
の
禍
根
た
る
夫
の
巴
爾
幹
間
題
は
之 

ょ
ぅ
發
生
し
、歐
洲
の
平
和
は
以
後
之
が
爲
に
屢
次
榄
亂
せ
ら
れ
ざ
る
を
得
ざ
る

こ

ビ
、
な
れ 

t

 

:

セ
ル

.ヴ

—

.ア
人
が

•
今
に
至
各
支
で
無
限
の
感
慨
を
以
て

n

‘ソ
ヴ
ィ

を

追
懷
し
、且
此
役
の 

绡十1

卷

(

ニ

四

九

〕

論

說

南

ス

ヲ

，
ゲ
統
.一

麗

 

绡
九
锶
 

一
七

1 <



笫
十一

卷

，C

 

ニ
五
〇)

腧

0

南
ス
ヲ
ゲ
統
ー
間
艇 

焚
號 

一、八 

當
時
、基
督
敎
諸

.國

0

冷
淡
に
傍

«

せ
1,
^

對
1>
>

て
ノ
綿
々
た
る
恨
を
抱
け
る
：は
、洵
に
宜
な
办

W

 

謂
は
ざ
る

'
可
ら
す
.。
 

.

. 

,

::
.
爾
來
五

百
年
の
長
き

k

亘
ぅ
て

0

. #
0

悲

0
に
陷

i

た
る
の
笔
漸
く
一
千
八
百
七
十
八
年 

の
伯
林
條
約
に
依
つ

て
*
立
囘
復

の
目
的
を
達
し
た
る
セ

ダ

ヴ

1
ァ
人
は
、今
や
西
方
ょ

h

來 

る
ゼ

,

マ
.
ン
人
の
來
侵
に
對
し
、巴
爾
幹
關
門
の
番
英
と
し
て
壯
絕

な
る

牴
抗
を
試
み
、慘
絕
な 

る
惡
戰
苦
圓
を
爲
す
べ
き
地
位
に

.
立
て

6

。'

ボ
ル
，マ

‘

ン
A

の
東
猶
策
は
五
百
年
前
の
土
*耳其 

人
の
'

西
進
策
に
比
し
て
寧
ろ
遨
に
雄
大
な
る
も
の

0

6

。
土
耳
其
人
は
歐
洲
の

：
一

沔
を
抜
き
、
 

其
中
心
を
脅
す
に
止
ぅ

/
a

る
も
、̂
ル
マ
ン
人
は
巴
爾
幹
突
破
の
勢
を
以
て
中
歐
及
西
亚
を
一 

九

と
爲
す
の

大

帝
，_
を

典

し
、
波

斯
を
風
前
の
燎
ビ
爲
ら
し
め
、印
度
に
不
斷
の
威
嚇
を
與
へ

M
 

^

埃
及
を
脅
し
、且
つ
露
國
の
侧
面
に
.絕
え
ざ
る
不
安
を
與

へ

ん
と
す

a '
の
み

か
、
餘
勢
は

遠
く 

極
東
に
も
及
ば
ん
：ビ
す
。
典
の
危
險
な
る
大
望
を
阻
业
し
て
世
界
の
均
勢
組
織
を
安
全
と
爲 

す
や

否
や
の
問
題
は
、：

I

に
係

o

て
巴
爾
幹
關
門
の
番
兵
た
る
セ
ル
ヴ

ィ

ァ
が
能
く
其
の
任
務 

.

を
完

ラ

し

#'
*
る

や

‘否

や

に

在
ち
コ
ソ
ゲ

？

の
當
時
マ
し
、五
百
年
後
の
今
日
と
、侵
略
の
勢
の
西 

流
す
る
ビ
朿
流
す
る
と
の
相
違
こ

.

を
あ
れ
、關

§
2

た
る
セ
ル
ゲ
イ
ア
に
於
：て
怒
濤
相
擊
ち
相
激

 ̂

U
J
^
M

Ji
-饺ふ
-
p h^
u
-
K
i 

v
-
s
.
.
^

tl
J とた咎
 X

.;

»>
-.-h
^
t'
j

r-
h
-
s
^
î
y'
l-
- 

卜 

ti
^
l
vty
-
4 卜-

f:z 

h
.i
r
い>-
_>i

 

ぐ，-

l~rL_-f!:r

fiJ5;!::5gB;!gs::5;g

cl;

ia:!g.;!;!aggsî
%

し
て
悲
肚
次
る
渦
卷
を
起
せ
る
は
全
然
同
一
に
し
て
、然
も
其
の
影
響
の
及
ぶ
所

.は
觅

K
廣
大 

な
ら
ん
と
す
。
知

&

ず
、此

.
-^
門
は
ゼ
グ
マ
ン
派
の
蹂

_

突
破
す
る
所
ビ
な

$

て
終
る
べ
き
や
。
 

可
憐
な
る
セ

.ル
ヴ
ィ
ァ
は
ゼ
ル
マ
ン
派
の
野
盥
の
犧
牲
と
な

6

て
、渦
卷
の
底
に
葬
$
去
ら
る 

、
こ
と

^

百
年
前
の
場
合
と
同
じ
か
る
べ
き
や
。
抑
も
亦
敗
餘
の
セ
ル

〜

ヴ
ィ
ァ
を
舊
狀
に
囘 

復
し
、具
新
に
其
勢
カ
を
樹
さ
し
む
る
の
方
衆
を
、

_

じ
、以
て
堅
固
不
拔
の
大
關
^
を
確
立
す
る

.
1
4

至
る
ベ

.
i

や
。
'
是
れ
即
ち
.南
ス
ラ
ヴ
統
一
問
題
の
起
る
所
以
な

6
。
戰
爭
の
勝
敗
を
定
む 

.べ
き
主
要
問
題
實
に
巴
爾
斡
に
在
ぅ
。
而
し
て

,
爾
幹
問
題
の

.中
心
點
は
.セ
ル
ヴ
ィ
ァ
に 

在
b

o
セ
，ル
ヴ
心
ア
を
中
心
と
す
名
南
ス
ラ
ヴ
統

」

の
成
否
如
何
に
在

b
。
此
間
題
ょ

6
見 

.る
と

&

は
、ダ
ル
ダ

-

ネ
ル
ス
海
峽
葙
く
は
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ

,
の
問
@
は
寧
ろ
第
ニ
義
に 

M
す
。
セ

\

ヴ
'ィ
ァ
の
關
門
に
し
て
堅
固
.不
拔
な
ら
ん

R
は
、土
京
若
く
は
海
峡
の
處
分
は
最 

早
深
く
問
ふ
の
必
喪
な
き
に
反

P
、

此
關
門

‘

一

y2
び
突
薇

^
れ
ん
に
は
、土
京
も
守
る
に
由
な
く
、

海
.峽
も
扼
す

^
の
術
な
け
れ
ば
な

i
。
 

*

.
 

.U 

'
 

.
 

,

.■
'
:
»逸
の『

ネ
歐
同
盟』

の
大
.策
、並
に

.此『

中
歐
同
取

』

>
基
.
.礎
と
し
て
其
の
行
は

.ん
ビ
す
名

『

1«
:
界
»

第
十

.

一

盤

(
】

5
 

C

論

E

南
ス
ラ
ゲ
統
一
即
題

. 

第
九
號 

『

九



婼

十

5

 

五

ニ

.

〕

論說南スヲグ統ー間
題•

絡

九

铖

 

ニ 0

策』

の
何
た
る
や
に
^
て

は
、

今
爹
く
說

.明

.す

る
の
必
要
な
か

.る
ベ
し
。

一
千
八
百
九
十
五
年
伯 

林
に
於
て
發
行
さ
れ

.

.し『

一
'千
九
百
五
十
年
の
大
獨
逸
及
ホ
歐

』

ビ
題
す
る
奇
書
の
膝
名
著
潘
は
、
 

『

«•
逸

•帝
國
は
不
完
全
な

&』

：.
と
稱
し
て
、ビ
ス
マ

,

ク
が
普
澳
開
戰
前
に
普
#
西
の
國
家
形
體 

は『

不
具

』

な
h

と
言
へ
る
口
吻
を
學
び
、、ビ

‘
ス
マ

ダ

ク
.
の
獨
逸
改
‘造
論
に
眞
似
て
歐
洲
改
造
論
を 

唱
へ
、塊
匈
國
の
外
に
セ

ダ

ヴ
ィ
ァ
又
ボ
ス

 

一一K

等

?:
獨
逸
勢
力

I
f

圃
に
入

.れ
、更
に

『

總
て
の
勢 

カ
は
土
浑
其
の
分
割
ょ

P

來
る

』

ビ
て
、此
方
面
に
も
手
を
伸
ば
す

M

 

V
J

を
唱
へ
た
れ
。
此
大
改 

造
は
他
に
も
種
々
の
事
項
を
含
，み、

_

底
容
易
に
實
現
さ
れ
難
き

?:
以
て
、著
者
も
之
を
年
世
紀 

後
の
夢
物
語
と
鵁
せ

し
.
は

、

其
著
書
に

『
一
千
九
百
五
十
年
の
大
獨
逸
及
中
歐

』
V
J

題
せ
る
に
依
つ 

V

知
る
を
得
べ
し

.0
ァ
；ン

'ド
レ

.，。シ

. -
ラ
ダ
ー
ム
が
一
千
九
百
一
年
發
行
の
其
著

『

歐
洲

v

燠
地 

利
問
題

』

に
於

V

之
を
論
評
す
る
に
當
り
、

『

斯
る

.

.趣
旨
に
於
て
は
眞
而
目
に
汎

^
,

マ
ニ
'ズ
ム
を 

.論
じ
得
ベ

&

に
非
ず

』
(

同
書
百
頁

)

ビ
言
へ
る
も
、之
を
以
て
餘
り
に
空
想
に
偏
す
る
も
の

w

爲
し 

た
る
な

b
。
何
ぞ

0

ら
ん
、お
後

€

に

+

一一一 

年
を
經
て
破
裂
せ
る
今
囘
の
戰

#

は
之
を
實
地
の 

問

®

ぐ
し
爲
し

.
一，千
九
百
十
五
年
フ

.
，ジ.丨
ド
リ
ヒ

*

ナ
ク
マ
ン
の
著
せ
る

『

^
歐
論

』

M
ち
.ハ
ム
フ
ル 

ダ
，ょ
$
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
ブ

.\

に
.達
す
る
中
歐
大
同
盟
の

%

策
は
、實
際
的
解
決
の
大
方
案

.

_ 1l?t {パ \1 ’

V

し
し
て
迎
へ

6

れ
、且
現
に
服
前
の
戰
锻
の
經
過
は
既
に
此
中
歐
論
を
殆
ど
實
地
に
實
現
せ
る 

在

P

O

獨
逸
國
運
の
急
激
な
る
發
展
は
實
に
驚
く
べ
ぎ
に
非
ず
や
。

•ガ

ブ
y
ユ

ペ
ア
ノ
ト

ー

は
巴
里
の

『

W
1H
:
界
評
論

』

に
於
て
獨
逸
.の
開
戰
を
論
じ
た
る
中
に
左 

の
如

く

言
へ

AC\o 

■.

『

ク

J3:

ス
ト
フ
っ
リ
ア

#

議
に
於
て

.ル.ィ
十
四
世
の
代
表
者
等
が
歐
洲
諸
君
公
を
會
し
て
全 

般
的
平
和
の
問
題
を
讖
し
た
る

2

^

は

E

く
、『

塊
地
利
王
家
は
神
聖
獨
逸
帝
國
即
ち
歐
洲 

の
十
央
に
對
し
て
行
ふ
の
勢
力
を
基
礎

.ビ
し
て

it
洲
的
帝
國
ビ
な
る
の
傾
あ
る
は
確
實
な 

,
ぅ』

ビ
。
此
等

'の
言
葉
；ば
獨
逸
一
帝
國
主

«

に
對
す
る
歐
洲

It
國
民
の
傅
習
的
不
安
を
說
_
す 

る
も
の
な
ぅ
。
試
み
に
維
也
鈉
に
就
で
言
へ
る
所
を
伯
棘
に
轉
移
せ
ょ
。
獨
逸
と
他
の
諸 

.
國
ビ
の
關
係
は
全
然
同

一

た
り
。

ボ

,ア
ン
カ
レ
氏
は
ル
ィ
十
！

E

世
の
文
宇
に
於
て

一

語
を 

も
改
む
る
を
要
せ
ざ
る

f

』

0 

{
雨
世

.界
評
論
、一
千

.九
，百

.十
六
年
六

.月
十
五
日
號

) 

實
に
今
日
の
獨
逸
が

『

巾
歐

』

を
基
礎
ビ
し
て
歐
洲
に
號
令
し
世
界
に
雄
飛
せ
ん
と
せ
る
は
、
 

ニ 一

.世
紀
以
前
に
於
て
、澳
が

『

歐
洲
の
中
央

』

を
基
礎
ビ
し
て
歐
洲
的
帝
國
を
造
ら
ん
と
し
た
る 

と
正
に
其
揆
を
一
に
す
る
も
の
な

A

V

O摩
國
際

®:
治
の
進
步
發
展
の

*

め
に
、趴
謂

『

中
»

』

な

箱
十

一

卷
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3 t
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ニ
五
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論

m

南
ス
ラ
：V
級
一
間
跹 

绾
カ
㈣

‘ 

ニ
ニ

る
i

の，が
三
世
紀
以
前
に
比
し
て

®

に
廣
義

VJ:

な
‘ぅ
、土
耳
其
を
も
含
む
に
至
れ
る
を 

違
と
爲
す
の

み
。

是
れ
亦
要
す
る
に
所
謂

『

中
歐

』

の
策

0
.一 

層
怖
る

.
'ベ
&
も
の
と
な
れ

る 以

瞪 相

ん
と
す
る
に
至
る
に
就
て
は
、英
露
は
過
去
を
願
み
て
悔
恨
の
念
な
き

.を
得
ざ
る

I0
な
b
o 

€

 

ル
マ
ン
派
に
對
し
そ
巴
爾
幹
の
關
円
を
開

§;
し
第
一
の
責
任
；者
は
.實
に
露
國
自
身
な
る
な

K
y
0

 

|
千
八
西
七
十
八
年

-の
伯
林
條
約
に
依

6
>ボス
二
ア
及
へ
ル
ツ
ゴ
ザ

.
ィ

ナ

ニ

^

の

占

領?:
澳 

匈
國

U

許
し
た
る
は
、即
ち
ゼ

,

マ■ン
派
東
進
の
發
端
に

.非
ず

や

。

而
し
て
此
は
露
西
®
が
對

す
る

_
に
外
な
ら
ず

。

.

.

獨
逸

.
が
此
の
如
く
雄
大
な
る
中
歐
策

?:

立
て
、巴
爾
幹
を
突
破
し
て
大
に
威
を
東
方
に
振
呔

土
戰
爭
に
於
て
の
^
の
中
立
を
質
は
ん
が
爲
に
豫
め
交
換
條

# '
ど
し
て
密
約
せ
し
に
基
く 

非
ず
や
。
當
時
ビ
ス
マ
グ
ク
は
之
に
依
づ
て
塊
を
し
て
獨
逸
を
总
れ
し
む
る
の
妙
な
る
を 

ひ
、又
巴
爾
幹
は
於
て
露
塊
衝
突
の
機
運
を
進
•む
る
の
獨
逸
に
取
ぅ
て
頗
る
有
利
な
る
を
思 

伯
林
衮
會
に
於
て
燠
の
志
を
達
せ
し
む
る
に
由
カ
し
穴
々
。
英
：國
の
ビ
ー
コ
ン
ス
フ
ィ
ー 

ド
は
燠
の
ニ
州
占
領
が
一

『

三
十
年
に
し
て
如
何
な

_
る
大
危
，荀
を
造

.
h

出
だ
す
か
を
透
見

レ ひ 、 思

す

る

の
明
な
く
、寧
ろ
却
て
之
に
依
て
露
堞
相
領
ふ
に
至

&

し
U

る
を
熹
び

*

'
り
。
彼
が
伯
眛
公
會I

f h

■

ょ

i
 
0
 

6
,

て
直
に
貴
族
院
の
前
に
其

.政
策

.を
辯
明
せ
る
中
に
左
の
、如
き
語
あ
り
。

.

.『

塊
地

.，利
の
ボ
ス
ニ
ナ
占
領
に
期
限
存
せ
ず

(£
:

論
ず
る
も
の
あ
る
も
、予
想
ふ
に
是
れ
甚
だ
賢

明
な
る
處
歡
た

b。；
占
領
に
期
限

.を附
せ
ん
に
は

..其
效
柴
年
ば
失
は
る
べ
し
。

.
燠
の

.
•ホス
二
ア
占
頟
に
關
し
祯
限
の
問
題
に
於
て
處
理
宜
&
を
得
ず
と
の
反
對
論
は
予
の
同
意

す
る
能
は
ざ
る

所
な

り』

。(

一
千
八

百
七
.十
八
年
七
月
十
八
日
领
就
。

E. 

R. 

J
o
n
e
s

編Selected

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

s

-oeeches 

o
n

 

Briti

.lon 

F
o
r
e
i
g
n

 

p
G
i
i
c
y

v»

I
V
4
-
00
4
j

一
千
九
西
八
年
に

.至
う
塊
：が
此
等
ニ
州
の
併
合
を
斷
行
し
た
る
時
、伊
太
利
外
相
チ
ッ
ト
ニ 

丨
は
、代

*
院
に
於
け
る
演

m
巾
に
於
て
、堞
が
伯
林
公
會
に
位
て
ニ
州
占
領
を
許
さ
れ
た
る
當 

時
の
英
國
の
態
度
に
付
在
の
如
く
倉
へ
う

"

.『

英
國
ぼ
土
耳
其

.
の
抗
籤

(
1
1.

州
占
領
に
對
す

,
3
^
.
輕『

な
う
ど
言
ひ
、獨
逸
は
之
を
不

I I

愼
な 

う
と
稱
せ

A

。

獨
逸
は
無
條
件
的
に
塽

?:
.
支
持
し
、英
は
之
に
白
紙
を
與
へ
穴
^

蓋
し
ピ
，
 

1

コ
ン
ス
フ

.ィ
ー
ベ
ド
卿
は
モ

■
■ン

7*
ネ
グ
ロ
及
セ
ル
ヴ
ィ
ア
.の
行
.動
を
阻
害
し
巴
爾
幹
に 

.
於
て
燠
匈
國
及
露
國
間
の
利
害
不
一
致
を
造
る
穴
：めに

^

を
ボ
ス
ニ

.
ア
及
ノ

ヴ

ィ
パ

ザ
.丨
 

\

に
呼
ぶ
の
意
思
を
，以

V
、

東
.方
問
題
に
干
渉
し
た
る
も
の
な
れ
ば
な

&』

。

(
T
i
t
t
o
n
i
,
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ス
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ス
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間
®. 

笫
九
號 

ニ四
 

hr
o
r
e
f
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:

a
n
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C
o
l
o
n
i
a
l
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 p
o
l
i
c
y
,
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 P
;

 

T-3
I
-2
3
.2
)

-

-

今
や
英
國
は
セ

ル
ヴ
ィ
ア

及
韦
ン

テ
ネ

ダ

ロ
を
極
力
擁
讓

し
、
此
方
而

ょ
6

燠
の
勢
力
を
排 

除
す

る
に

努
め
つ
、

ぁ
り
。

伯

林

公
會
時
代
を
顧
み
て

感
慨

深
か
ら
、
S'

る
を

得
ざ
る
べ
し
。
 

政
治
家
の
大
策
雄
略
な
る
％
の
も
、頭
を
囘
せ
ば
一
時
間
に
合
せ
の
兒
戯
に
過
ぎ
ざ
る
己
と
概 

ね
此
の
如

し
。

目
下
聯
合
派
諸
國
政
治
家
の
講
究

.し
つ
‘
ぁ
る
南
ス

ラ
ヴ

統
一

R

依
て
ゼ
ル 

マ
ン
派
の
來
進
を
阻
止

し
、
以
て
平
和
の
保
障
を

造
る

の
策
も
、

永
遠
に
於
て
幾
何
の
價
値
ぁ
る 

や
は
、唯
歷
史
の
剑
定
に
俟
つ
の
外
な
き
な
う
。

;

'

B

, 

. 

• 

, 
'

■'
:

南
ス
ラ
ヴ

M

一
 

問
題
は
必
ず
し
も
今
日
に
始
れ
る
に
非
す
。

十

九
世
紀
の
前
半
頃
ょ
う
し 

て
旣
に
其
聲
ぁ

b

.:°

ナ
ボ
レ
オ
ン
か
ア
ド
ジ

7'

海
沿
岸
の
窗
ス
ラ
ヴ
諸
州
の
大
牵
を
へ

a

し
て 

イ
ツ
リ
ア
國
を
設
け

/

a

る
は
即
ち
南
ス
ラ
ヴ
間
に
國
民
主
義
の
思
想
を
喚
起
す

る

に

至
れ
る 

發
踹
に
し
て
，イ
ツ

‘
ジ
ア
國
は
長

.く
#

績
せ
ざ
う
し
も
，民
族
的
統
一
の
觀
念
は
其
.後
次
第
に
增 

進
し
來
れ

b

。

イ
ジ

V
. K

.

を
.
逍
懷
す
る
南
ス
ラ
ヴ
詩
人
ヴ
ィ
ド
亍
ク
の
作
の
如
き
は
セ
ル
ボ
、
 

ク
-口.
1

ト
統

J

思
想
を
鼓
吹
す
る
に
於
て
大
に
カ

於

P
た
う
と
稱
せ

ら

る

o.
叉
南
ス
ラ
ヴ
統

1

問
題
の
中
心

u

な
れ
る

セ
火
ヴ
ィ

.ア
は
.十
三
世
昶
及

十
四
世
紀
の

®.
時
代
於
て
、巴
爾
幹

 ̂

堂
々

た
る

大
帝
國
を

造
ぅ
、特
に
英
主
ス
テ
フ
.エ

ン
、デ

ュ
シ
ャ

_ン
の
治
世
時
代
に
は
、

マ
セ
ド
ユ 

ア
’ア\

\

 
ニ 

.ア
、及
モ

.
ン
テ
ネ
グ

V

を

支
配
し
、且
ボ
ス
一
一
ア
を
從
へ
、ア
ド
リ
ア
海
の

*

^

し
て 

は
カ
ジ

タ
ロ
を
有
し
、ヌ
東
に

於
て
一
時
ア
.ド
リ
ア
ノ
！
。フ
ル
を
占
領
し

*
る
こ
ビ
あ
り
。デュ
 

シ
ャ
ン

は『

，
セ
ド
ニ
ア
皇
帝
兼

セ
,

ヴ

.ィ
ア
人
、グ
リ
ー
キ
人
及
ブ

,

ガ
ヲ
ア
人
の

統
治
^

』
な 

る
稱
號
を

取
り
た
る
の

事
實
に
徵

す
る
も
、

又
史
家
時

.ミ
し
て
彼
を

『

セ
ル

ヴ
ィ
ア
の
シ

ャ
ー
ル 

>

 

:

ン』
V
J

呼
ぶ
こ
ヾ

」

あ
る
；に
徵
す
る
も
、亦
以
て
當
時
の
國
運
の
碰
を
想
見
す
る
に
足
る
べ
し
。
 

此
英
主
デ
ュ

‘シ
ャ
ン
は
页
に
ビ
ザ

.ン
チ
ン
帝
國
を
征
せ
ん
と
欲
し
て
大
に
劃
策
す
る
所
あ

h
 

し
に
、偶

i1

千
，三
百
五
十
五
年
十
二
月
ニ
十
日
毒
殺
さ
れ
て
死
せ
り
？
其
後
國
連
大
に
倾
き
、

㈱
. 

に
一
千
三
百
八
十
九
年
六
月
千
五
日
の
コ
，ソ
ヴ
ォ
の

一

敗
に
依
と
獨
立
を
失
ふ
に
至

6

y2
る 

は
上
に
記
し

/2

る
が
如
じ
。

さ
れ
ば
セ
ル
ヴ
ィ
ア
人
は
長
く

 

土
耳
興
の
虐
政
の
下
に
屈
服
せ 

し
肋
に
於
て
も
セ

V

ゲ
ィ
ア
帝
國

0

E
1S
を
0

れ
：ず

#
:に
‘近
時
に
至
ぅ
て
は
，所
'謂
大
セ

ダ

グィ 

ア
主
義
の
思
想
大
に
起

A

來

h

南

.ス
ラ

f

の
統
二
を
以
て
自
任
す
る
に
茔
れ
り
。

之
に
就
て
は
セ
，
ヴ
ィ
ア
の
地

a

的
形
體
甚
だ
不
完
全
に
し
て
，其
の
存
立
上
忍
び
難
き
も

第
十

一

卷

(

ニ
洱
セ

)

論

説

m
ス
ヲ
グ
統一

卯
題 

第
九
龊 

ニ
五



••
!

•
第
十一

卷

(

ニ
玉
八)

論
說
南
ス
ヲ
ゲ
統
ー
诎
妞
 

锻
九
號 

ニ
六 

の
あ
る

’を
忘
を
可
ら
ず
。

セ

.ル
ヴ

' 
ィ
ア
は

»

を
；
^

せ
ざ
る
の

®

に
.し
で
、宛
も
辇
皋
を
强
い
ら 

る 
> 

が
如
き

*

遇
に
在
り
。
斯
る
形
體
の
儘
に

.て
は
到
底
經
濟
上
の
發
展
を
望
む
能
は
す
。
 

否
國
家
と
し
て
の
獨
立
的
存
在
の
胤
持
す
ら
至
難
な
ら
ん

w

す
。
特

k

其

の

前

後

.
?:
敵
意
ぁ 

る
塊
匈
國
及
ブ
ル
ガ
リ
ア
に
依
て
圍
ま
る
、
の
事
情
を
想
ふ
時
は
、其
苦
境
益
々
同
情
す
る
に 

堪
へ
た
ぅ
。

一
千
九
百
十

a
年
ょ

i

十
三
年
に
一
旦
る
巴
爾
幹

0

0

の
際
、セ
ル
'ゥ
ィ
ア
が
ア 

\

 

> 
^
ア
の
北
部
を
占
領
し
て
ア
ド
タ

■

ア
海
に
出
口
を
作
ら
ん
と
し

^

る
は
、實
に
上
記
の
事 

情
に

*
 
く

必
要
已
 

>
 を
得
ざ

る

の

®

置
な

6

し
な
り
。
然
る
に
填
は
强
硕
に
之
に
反
對
し
、セ
 

ル
ヴ
ィ
ア
を
し
て
ア
ル
、、
ハ
二
ア
撤
退
の
餘
儀
な

&

に
至
ら
し
め
た

b

o
當
時
英
露
佛
等
の
諸 

國
が
塊
の
反
對
を
承
認
し
、セ
ル

V

ィ
ア
の
希
璺
に
大
挫
折
を
與
へ
し
め
た
る
は
、即
ち
第
二
次 

巴
爾
幹
戰

#

の
起
れ
る
所
以

^

し
：て、彼

.等
の
大
失
策
と
評
せ
ざ
る
を
得
ざ
る
も
の
な
り
。

(

本 

誌
第
十
卷
蘑
四
號
、拙
稿
最
近
の
巴
爾
幹
問
題
第
三
節
參
照

)

。

-

さ

れ
ば
其
後
：セ
ル
ヴ
ィ
ア
は

a

t
南
ス
ラ

ゲ

0 
.—
に
依
て
國
運
の
新
發
展
を
期
す
る
と
同
時 

に
、ア
ド
リ
ア
出
口
問
題
を
根
本
的
に
解
決
す
る
の
念
を
强
め
、熱
心

_に
之
を
唱
ふ
る
に
至
れ

5

。
 

而
し
て
今
囘
，の
戰
爭
が
之
に
對
し
て
更
に
一
大
新
刺
戟

.ヾ」

な
れ
る
は
言
を
傺
为
す
。
南

.
ス：ラ

•

.

.

‘
-. 

丄

ヴ
統

一

は
實
に
せ
ル
マ
ン
派
の

*
迪
に
對
抗
す
る
に
於
て
の
自
衛
上

.の
必
要
手
段
な
&
。
又 

聯
合
取
勝
利
の
曉
に
は
、燠
匈

.國
の
崩
解
を
見
る
べ
き
こ
と
明
な

.る
が
故
に
、セ
ル
ヴ
ィ
ア
人
が 

之
を
好
機
と
し
て
宿
普
の

‘理
想
を
達
せ
ん
と
腐
心
せ
る
は
、洵
に
自
然

の

數
な
P

ビ

謂
は
ざ
る 

可
ら
ず
。

「

最
近
に

' 

於
け
る
セ
〃
ヴ

ィ
ア
人
間
の

南
ス
ラ
ヴ

統
一
論
の
代
表
ビ
し
て
は
、同
國
老
首
相
.；

コ
一フ
ス
、
パ
シ
チ
の

意
見
を
舉
ぐ
る
を
以
て
適
當
と
す
べ
し
。
彼
は
一
千
九
百
十
六
年
四
月
上 

句
セ

デ
ヴ
ィ

ア
國
皐
太
子
ア

レ
キ
サ

ン
ド
，
に
隨
ふ
て
偸
敦
に

..赴
き
た
る
際
、タ

イ
ム

ス
を
通 

じ
て
南
ス
ラ

•ゥ

統

一

‘
を

#■
、表
し
、

『

統

一
さ
れ
た

る

南
ス
ラ
ヴ
國
の
建
詨
は
同
盟
列
國
の
勝
利
及
幸
福
の
爲
に
缺
ぐ
可
ら
ざ
る 

も
の
な
&

』

と
言
ひ
、又

.'

『

南
ス
ラ
、グ
と
は
、セ
ル
グ
ィ
ア
國
の
セ
ル

プ
入
、
燠
甸
國

®

內
の
セ
ル
ブ

入
、ク
口

ー

ト
入
、及
ス 

口
グ

r

ン
人

5:
-

意
味
す

』

.

.

 ̂

0 

と
て

•其
の
範
圓
の
大

體
を

示
し
、此

統
一

に
し
て

成
6

ん
か
、新
典
の

'
 
新_

セ

ダ

グ

南
ス
ヲ
グ
統
ー
問
脰 

婼九號

S 3

锘
十

一

卷

(

ニ
五
九

)

論
說

ァ
國

.は

.將來

二七



镇
十
一
怨(

ー
7:ハ〇〕

論
：

說
南
ス
ヲ
ゲ
統
ー
閲
賊 

笫
九
號 

二
八

長
く
同

]a
列
國
と
特
別
の

'
 
關
係
を
維
持
す
ベ
し
と
述
ベ

®
に
此
新
セ
,,グ
ィ
デ
の
舊
セ
ル
グ
ィ 

ア
と
興
な
る
所
に
付
左
の
如
く
言
へ

h。

『

將
來

の
セ

,
グ
ィ
ア
若
く
は
統
一

^

れ
穴
る
南
ス
ラ
、ヴ國
は
、

過
去

に
於
け
る
セ
ル
グ
ィ
ア 

ビ
は
多
少

.異な
る
べ
し
。
新
セ

V
、

ヴ
ィ
ア
は
純
粹
に
巴
爾
幹
幹
的
な
る
舊
セ

\
グ
ィ

ア
ょ 

办

も

一
層
西
方

的
：
及
歐

洲
的
の
も
の

'な
•るべ
し
。
而
し
て
五
百
萬
の
加
特
カ
派
南
ス
ラ
グ
人 

を
包
含

す

ベ

&
も
、此
新
國
は

宗

.0
上
及

政

.治

.上
に
自
由
寬
容
を
旨
と
す
ベ
し

』

。

又
皇
太
子
ア

V
キ
サ
ン

ド

も̂
、英
國
代
表
有
志
者
の
訪
間
を
受
け
た
る
時
、ぬ
問
題
に
言
及 

じ
、
■

へ

『

同
一
の
傅
說
と
同
一
の
言

0

ヾ
し
同
一
の
傾
向
ビ

を

有
す
る
プ
民
族
に
し
て
、然
も

否
運

の

* 

め
に
引
離
さ
れ
居
る
セ
ル
ブ
.人
ク

ロ
ー

ト
人
及
ス
ロ

 
'ダ

ヱ
ー
ン
人
の
相
.合

同

し

て一

個
の 

祖
國
を

造
る
を
以

て

®
人

®
®
紀
以
來
の
理
想
ビ
爲
す

』

と
言
へ
り
。
セ
ル
、グ

.ィ
ア
，全
：土
は
獨
塊
堪
の
古
領
す
る
所VJ

な
ぅ
、政
府
も
哲
主
も
國
外
に
逃 

れ

去
：る
が
如
き
悲
慘
の
舭
況
に
在
る
も
缺
等
セ
ル
グ
ィ
ア
人
は
聯
合
跟
の
最
後
の
勝
利
を
碓 

信
し
、管
に
自
倒
舊
領
の
囘
復
を
期
す
る
の
み
か
、

51
に
此
機
に
於
て
大
セ
ぐ
グ
ィ
ア
の
建

lrl
i
c即

鄭 ，： ' へ ...

”栘、' '
1 介ir>;

' j ，iゾ“
：3：

へい

( !し ..

ち
南
ス
ラ
グ
の
統
一
を
實
現
せ
ん
と
熟
中
せ
る
な

P
O

■四
.：

.

'

,■
.

南
ス
ラ
、グ
統
一
の
中
に
合

.ま
る

.べ
き
地
方
は
、セ
ダ
ブ
人
ク
口
ー
ト
人
及
ス
口
、グ

H
1

ン
人 

の
合
同
云

々

と
の
前
揭
.パ
シ
チ
の
言
に
依
て
大
體
を
察
す
る
を
得
る
も
碎
ス
ラ
グ
間
題
の
大 

硏
究
遨
な
る
ソ

ド

ト
ソ

.ン
の

.左

0.
說
明
は
最
も
其
意
義
を
以
て
明
白
と
爲
す
も
の
な
&
。

『

南
ス
ラ
：、ヴ統

」
V
J

は
、ク
ロ

 

t

チ
ア

•
ス
ラ
グ
ォ
ニ
ア
、ダ
ル
マ
チ
ア
の
ト
リ
ユ
ー

V

王
國

(
T
r
i
u
n
e

 

.K
i
n

g
d
o
m
)

#

ス
.
'一一
.
ア

-

グ
Iツ
..

H

ゴ
''̂
'ィ
ナ
ィ
ス

.
ト
リ
ア
の
東
劍
切
ち
ス
ラ

.»>

商
南
取

ii
L

^

.
 

の
®

ち
カ
ル
テ
オ
ラ
、力
ジ
ン
シ
ア
、，及ス
チ

.
リ
ア
に
於
け
る

)

ス

p

グ

X

1

ン
地
方
、並
に
パ
ナ 

.
ト
の
西
部
即
ち
セ
ル
ブ
地

.
方
を
、現
在
の
セ
ル
グ
ィ
ア
及
モ
ン
テ
ネ
グ

P.兩
王
國
ビ
合
し
て
、
 

1

の
南
ス
ラ
グ
國
即
ち
新
し

&

ユ'
コ
ス
一
フ
グ
ィ
ア

(
J
u
g
o
s
l
a
v
i
a
)

を
造
る
こ
と
を
意
味
す
。
地 

理
的
に
言
へ
ば

^

双
國
は
北
に
於
て
は
ト
レ

1
グ
及
ミ
ユ

I

火
の
兩
河
を
境
界
と
爲

し
：
パ 

ナ
ト
を
セ
ダ
グ

‘ィ
ア
ビ
ル

V
.
マ
一
一
ア
ゾ
し
の
間
に
公
平
に
分
割
し
て
べ

\
x
ラ
1

ド

?:
保
雛 

し
、又
西
に
於
て
伊
太
利

‘領
を

«

ス
ー
フ
グ
領

<£
を
分
ち
、

1

種
と
地
理
箬
く
は
人
の
好
ん
で
言 

ふ
所
の
作

®

と
の
妥
協
を
出
來
得
る
限
り
完
全
な
ら
し
む
る
の
合
理
的
夯
界
線
を
發
見
し
、

第
十
一
怨

C 

ニ
六

一
)

論

說

南

ス

ラ

グ

統

ー
|!
{
1姐 

婼
九
號 

ニ
九



奶
十

r

卷

C

ニ
六

5

論

E 

-南
ス
ヲ
ゲ
統
ー
間
龃
 

第
九
號 

■ k

に
南
に

'於
て
は
モ
ン

'テ
.
ネ
グ

ロ

及
セ
ル

グ

ィ

ア
の
合
同
を
合

^
も
の
な 

w
a
t
s
o

vpT
h
e

 
Balkans, 

I
t
a
l
y

fo
n
d the 

A
d
r
i
a
t
i

vpp; 

4
0
-4
1
)

要
す
.る

に

セ

,

グ
ィ
ア
及
之
士
同
人
種
の
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
の
合
同
を
中
心
ヾ
し 

甸
國
領
地
に
し
て
セ

^
ブ
人
、ク
口
，丨
ト
人
劳
く
ば
ス

Ty
グ

H

丨
ン
人
等
ス
ラ
ヴ 

せ
る
地
方
を
之
に
加
ふ
る
も
の
な

i

此
等
澳
領
地
方
中
に
於
て
、ボ
ス
'二
ア
及 

ヴ

.十

ナ

の

人

稱

は

> 

口
ー
ト

•
セ
ル
ブ
族
に
腐
し
、セ

y

ヴ

ィ
ア
が
當
然
領
有
す
ベ 

て
多
年
垂
涎
せ
る
所
な

4
。
.
一 

千
九
百
八
年
十
月
塊
が
此
ニ
州
の
併
合
を
齣

f
t 

V

グ
ィ
ア
は
激
烈
に
之
に
反
對
し
、一
時
開
戰
を
ず
ら
辎
せ
ん

V
J

す
る
の
色
ぁ

6

た

C
へ
 D

n

 

S
e
t
o
n

る し き へ 民 し  

は 1Z も ダ 族 附  

今 る の ツ の 近

時 と ェ m の 

セ し ゴ 息 塊

猶
世

_ 

人
の

.記
憶
に
新
な
る
べ
し

9

又
ク
ゼ

'!• 

.チ
ア
及
ス
ラ
グ
ォ
二
ア
は
言
ふ
ま
で
も
無
く
-ク
口

1 

'■
，
.

:'
ト
•
セ
_ V

ブ
族
の
本
據
に
し

V
、

從
來
ブ
ト
政
府
の
人
種
的
偏
見
に
基
く
迫
窖
ビ
«
制
と 

一
 

に
非
常
に

.苦
め
る
地
方
な

>

。
又
ダ
.ル
マ
チ
ア
は
伊
太
利
も
之
に
對
し
て
野
心
を
有
す
と
雖 

へ

-

バ
，

も
其
住
民
は
殆
ど
總
て
ク

'ロ
ー
ト
>セ
ル
ブ
族

^

厕
す
。

ダ
ル
マ
チ
ア
を
以
て
伊
太
利
系
の
州 

;

’ 

ど
.
爲
す
も
の
あ
る
も
，ワ
ッ
ト
ソ
ン
は
之
を
評
し

‘て『

不
正
確
に
し
て

.又
人
を
誤

h

易
き
乙

V」

之 

*r
ょ

ク

甚
し
き
は

#
.し』

.マし
r

t
し『

ダ
ル
マ
チ

■
ア
は

.
ス
ラ
、ヴ
に
し
て
又
千

¥

以
上
然

h

ノ
し
な

.-rr\』

.

.
-1
T
- 

, 

V 

•

' 

.1

.

.

.

• 

t 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

- 

■ 

.

.

.

. 

. 

.

パ
.

と
言
べ
 

i
o
.
H
h
e 

B
a
l
k
s
s
,

 

Italy 

a
n
d

 

the 

A
d
r
i
a
t
i

vpR

 

6
1
)
。 

ノ
，

南
ス
ラ
グ
統

'一
に
し
て
梁
し
て
上
記
の
，如
き
範

I1
I

R
於
て
實
行
せ
ら
る
ビ
せ
ば
-此
新
興
の 

ユ
ゴ
ス
ラ
グ
ィ
ア
は

«

に
堂
々
た
る
一
王
國
た
る
べ
し
。

セ
ル
グ
ィ
ア
は

I

千

九

酉

.十
三
年 

八
月
十
日
の
ブ
カ
レ
ス
ト

,

和
條
約
以
前
に
於
て
、其
領
土

 

一

萬

八

千

六

西

五

十

平

方

®!
人
口 

二
百
九
十
餘
离
な
り
し
が
、戰
勝
の
綠
果
ビ
し
て
サ
卩
一
一
力
に
一
千
七
百
九
十
五
平
方
«
、モ
ナ 

:ス
チ
ー

.
V

に
三
千
四
百
七
十
三
平
方
哩
、，コ
ソ
グ

■
ォ
に
九
千
九
百
七
十
三
平
方
哩

X
ロ
ft
一
 

脔
五 

千
ニ

}
H
四

十

1

平
方
哩
の
新
領
土
を
加
へ

t

o
 

.
即
ち
新
舊
の
領
土
を
合
す
れ
ば
’三
萬
三
千 

A
吉
九
十
ー
平
方

11
ヒ
な
る
。：

'而
し
て
人
，ロ
は
新
領
土
の

1

百
六
十

三

萬
六
千
を
加
へ
て
總 

計
四
百
五

.十

.四
萬
八
千
な
ぅ
。

次
に
モ
ン
ー
グ
ネ
グ
口
は
ダ
力
レ
ス
ト
條
約
以
前
に
於
て
三
千 

四
百

.七
十
四
平
方
哩
な
ぅ
し
も
、是
れ
亦
戰
勝
の
結
果

<£
:

し
て
ス
ク
タ
ジ
に

一
百
六
十
八
平
方 

哩
、コ

K

グ

，ォ
に

I,

千
：九
百

.六
十
一
平
方

®

合
訐
ニ
千

i

百
ニ
十
九
平
方
哩

?:
墦
加
し
、新
舊
合 

計
五
千
六

w

1

一1

平
方
哩

S

れ
り
。
又

A

ロ
は
素
ビ
約
，一ー
十
五
离
と

»

せ
ら
れ
し
が
、新
領
土 

ヒ

得
た
る
の
後
は
約
五
十
莴
ヾ

」

な
れ
り
。
此
等
南
國
が

.
ニ
囘
.の
巴

爾

幹

戰
爭
に
於
て
土
耳
其 

及
ブ

V

ガ
リ

K

 

.を
敗
ぅ
、其
報
酬
と
し
て
獲
得
じ

.た
る
新
領

±

ほ
、聯
合
傘
勝
利

.の
_
に
於
て
囘

姑
十
ー
怨

(

一一
5

5

論

0

m
ス
ラ
、ヴ
統
一
間
龃
 

铒

九

號

H
一

U

り

i



第
十
5
 

(

ニ
六
四)

.

論
魏
南
ス
ヲ
ゲ
統

J

1!
1
]
‘
姐

' 

筋九跳
 

H ニ

復
保
持
せ

6

る
べ
き
は
疑
を
容
れ
ず
。

‘
依
て
塊
甸
國
領
土
中
ょ

h

新
ス
ラ
ブ
國
に
與
へ
ら
る

• 

•

...
 

ベ
き
も
の
に
し
て
其
筛

K

の
.明
か
な
る
も
の

v
j

共
に
之
を
列
記
す
れ

.ば
左
の
如
し
。

セ

)v
ィ
グ
ア 

屯
ソ
デ
ネ
グ
ロ

 

.

が
.ス
,
.
J
r
:

及へかッ

n

ゴグィナ
 

ク
ロ
ー
チ
ア
及
.
ス
ヲ

*

ゥ
ォ
二
ア 

ダ

ル

マ

チ

ア

合 

訃

:

平

方

哩
 

H

三
、八
九
一

五
、六
〇
三

1

九
>
七
六
八

i

六
'
四h

 

r.

四
、九
五
：六

八
〇
、六
三
九

.人

.ロ

四
"
五

四

八

"
〇
〇
〇

五
〇
〇
、〇
〇
〇 

一
、九
六
ニ
、〇
〇
〇 

ニ
，
、
六

ニ

ニ

、
〇
〇
〇 

六
六
〇
、〇
〇
〇 

〇
、ニ
九
ニ
、〇
o

o

_

即

ち
ス

口

、グ
ユ

ー
：
ン
人
の
住
め
.る
南
塊
地

方

並
に
セ

ル

ブ
人
の
住
め
る
西
部

パ
ナ
ト
、及
货 

得
至
難
な
る

ィ

ス
ト

リ

ア

地

方
を

抓

ビ
す
る

も
、新
統
一
の
南
ス
ラ
、グ
國
は

八

萬
平
方
哩
を
超 

ゆ
る
の

版

圖
を
有
し
、伊

本
利

の
十
一
.
.萬
平
方
哩
に
對

し
、略

颉
颃
し
得
ん

す̂
る
な

6
0

此
等
地
方
に
住
す
る
セ
ル
ブ
族

^

ク

T»
.

1

ト
族
ビ
は
共
に
ス
ラ
、グ
に
屬
す
る
兄
第
民
族
に 

し
て
其

言
r

略
同
一
な

N

。
唯
ク

^

^
ト
は
羅
典
字

?:
用
ゐ
、セ
グ
ブ
は
露
西

31
ス
ラ
グ

人

m
 

用
-
の
シ
リ
ル
字

?:
•

用
.ゐ
る
の
聋
あ
る
の
か
。
但
し
宗
敎

.
に
於
て
は
、ク
ロ
ー
ト
は
加
特
カ
敎
を 

黎
じ
、セ
少
ブ
は
希

»

正
.
敎
ヒ
泰
ず
る
の
相
違
あ

t

c

然
れ
ど
も
セ
ル
ブ
の

^

®

R
も『

彼
は
予

nir

|

I

の
兄

.弟

な

b
、信
仰
の
如
何
'は
間
ふ
ベ

&

に
非
ず

』

しヾ言へ.る
ぁ
り
。
且
ゼ
ダ
マ
ン
與
マ
ギ
ア
ー 

V

兩
民
族
の
大
腿
迫
に
對
し
て
、ス
ラ
グ
同
胞
相
一
致
し
て
互
に
相
援
く
る
を
要
す
る
の
地
位 

に
在

.る
が
故
に
、基
督
敎
.の
ニ
派
に
分
か
る
、
の
一
事
は
、統
一
上
の
大
な
る
障
害
と
は
な
ら
ざ 

る
べ
し
。

ク
ロ

ー

チ
ア
及
ス
.一フグォ

 

一一K

州
に
‘於
け
る

^

ロ
ー
ト
、セ
ル
ブ
聯
合
黨
の
首
領
に 

し
て
ク
ロ
ー
ト，人
な
る
フ
ラ
ン
シ
ス
、ス
ビ

*
ロ
は
、ー
千
九
百

$

年
十

j

月
三
十
日
ク
口

 

I
チ
ア 

議
會
に
於
て
、左
の
如
-く
宣
言
し
^
る
こ
士
あ

6
-P
:

.『

若
し
吾
人
に
し
て
吾
人
の
.事
業
が
外
國
人
に
對
し
て
巴

«

#
防
衛

.の
艢
壁
を
造
る

R

存
し
、
 

而
し
て
は
彼
れ
の
進
出
を
助
く
べ
き
橋
梁
を
設
く
に
存
せ
ざ
る
こ

V
J

を
自
覺
せ
ん
に
は
、吾 

人
は
第
一
に
我
同
胞
た
る
セ

ダ

ブ
人
ど
和
解
せ
ざ
る
可
ら
す

』

。(s
e
t
o
n 

w

acr
.
o
n
. 

T
h
e

 

southern 

S
lav 

Question, 

R

 

2
1
2
)

.
亦
以
て
ク
ロ
ー
ト
人
の
意
義
を
窺
ふ
べ

&

な
ら
。

®

セ
：
^
.グ
ア
の
老
首
相
‘パ
シ
チ
が
タ
ィ 

ム
ス
を
通
じ
て
發
表
心
た
を
前
揭
南
ス
ラ
グ

®

1.

論
中
に
，も
宗
敎
上
の
自
由
寬
容
を
特
に
聲 

明
せ

*!
)
。
國
民
.主
義
の
新
理
想
に
燃
え
つ

’

ぁ
：
る
彼
等
兄
弟
：民
族
は

#

仰
の
異
同
を
問
題
と 

爲

3

ず
し
て
、唯
國
民
的
絲
一
の
大
自
的
に
向
つ
て
宪
«
す
べ

き
.
 ̂

6
-
0

锁
十
一
卷

(
1

ニハ五

)

論

0

南
ス
ヲ
ゲ
統
一
.
間

題

 

趴
㈨

號

H

H

1 蘇ザ巧丨爾!
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笫
十

一

卷

(
j

一
 

ふハ§

論
說
南
ス
ラ
グ
統
一
問
避

 

第え
m

H

四

.五

.：

:
.
 

y

ボ
ス
エ
ア
、及

:^
产
ツ
モ
ゴ
グ
ィ
ナ
位
燠
匈
國
の
最
近
に
：併
呑
せ

♦

の
地
な
り
。
其
の
、ブッ
ブ 

ス
ブ
ル
ダ
家

.の
支
配

>

灸
脫
，し
セ
新
ス
ラ
ダ
國
の

J

部
ど
な
る
を
喜
ぶ
ベ
含
は
、#
然
の
事
た 

K

y

o又
ダ
ル
マ
チ
ア
は
塊
匈
領
土
の
極
南
に
僻
在
し
、是
れ
亦
分
離

•し
去
る
を
以
て
自
然
^
爲 

す
の
地
位

^

在
办
"
.
然
れ
ど
も
ク
口

ー

チ
ア
及
ス
ラ
グ
ォ
一
一
ア
は
塊
匈
國
の
中
腹
に
接
し
、五 

旣
に
長
く
其
の
統
治

.の
下
に
立
ち
、上
記
ニ
地
方
ミ
は

' 大
に
趣
を

0

に
す
。

f

其
の
當
然
新 

ス
ラ
グ
國
の
一
部
た
な
べ
き
も
の
と
し
て
算
へ
ら
る

>

は
、敗
て
軍
に
人
種
.を
同
ぅ
す
る
が
た 

め
の
み
に
は
非
ず

:0
此
地
方
に
對
し
て
銃
治
上
の
寳
權
を
有
す
る
.マ
ギ
ア
ー
ル
人
が
奇
烈
醜 

惡
な
る
人
種
的
偏
見
ょ

$

し
て
、ク

V

丨
ト

•セ

,
ブ
人
に
大
虐
待
を
加
へ
、紛
爭
已
む
な
き
の
狀 

態
に
在
ら
し

(/
る
の
事
實
は
。民
族
的
基
礎
に
於
て
の
大
解
決
を
必
要
と
爲

3

し
む
る
な
り
。
 

.
實
は
南
ス
ラ

v

統

i

問
題
な
る
も
の
は

.塊

.匈
國
崩
解
の
勢
漸
く
明
白
と
な
れ
る
今
日
に
'於 

て
こ
そ
、其
領
土
中
ょ

P

少
か
ら

H

i
部
分

?:
割

§

で
獨
立
の
新
王
國
を
造
る
の
意
味
に
於

V

 

®

ん

に
論

議
せ
る
と
雖
も
、此
問
題
は
必
ず
し

も

此
.寒
味

'の
み
に
限
れ
る
に
非
ず
。
別
に
塊
匈 

國
領
內
の
南
ス
ラ
ゲ
諸
州
を

 

<

ッ
ブ
ス
ブ

,
ダ
寧
の
生
權
の
下
に
銃
I

す
る
の
意
味
に
於
て

代«■巧̂®**■神'**̂

の
南
ス
ラ
ズ
統

 

一
ra
s

も
存
す
る
な

f

。

而
し
て
俞

«

の
意

_味
：に
衆
て
の，統
一
論
は
.理
想
家 

の
空
想
と
し
て
取
扱
は
れ
、實

_

® c

治
家
は
殆
ど
之
を
間

®

と
爲
さ

e
う
し
に
反
し
、後
考
の

a

 

味
に
於
て
は
、實
際
的
の
價

.値
を
有
す
る
問
題
と
し

.て
一
部

.政
‘治
家
ょ
々
多
大
の
注
意
を
引

§
 

居
^

る
な

K

y

o而
し
て

S

の
要
旨
と
す
る
所
は
マ
ギ
ア
ー
ル
人
の
虐
待
に
苦
め
る
ク

口
^̂
チ
 

ア
及
ス
ラ
グ
ォ
二
ア

を
，フ
ダ
ぺ
ス
ト
政
府
の
支
配
ょ
り
解
放
し
，之
に
加
ふ
る
に
.ダ
ル
マ
チ
ア
，
 

ボ
ス
ニ
ア
、へ
ル
ツ

」

ゴ 
'グ

”

ナ
、フ
ィ
ユ
ー
ム
及
ィ
ス
ト
タ
ア
を
以
て
し
、之

^
一
 

國

S
爲
し
て

，
 

パ
ッ
ハ
ブ
ス
ブ
ル
グ
王
家

の
下

に

埃
地
利
及
匈
牙
利

と

對
等

の
地
位
を
占
め
し
め

a
て
ク
ロ
！ 

ト
、セ

\

 

V

民
族
の
解
放
及
統
一
を
圖
る
に
在

b

e
是
れ

「

ト
ッ

.ア
ス
ズ
ム

」
(
T
r
i
a
i
i
s
m

三
國
鼎
立 

策)

ビ
し
て
知
ら
る

•
>も
の
に
し

て、
要
す
る
に
國
際
境
界
を
動
か
^
¥
る
範
圆
に
於
て
の
南
ス 

ラ
グ
統

1

策
に
外
な

6

ざ
る
な
办
。

抑
も
ダ
ル

マ

チ
ア
及
：ス
ラ
グ
ォ

二
ア
は

ダ
,

マ
チ
ア
ビ
合
し
て
所
謂

ト
リ

ユ
ー
ン
王
國
を 

成
し
、其
人
民
の
間
に
，は
、匈
牙
利
任
國
又
は
澳
地
初
と
'相
對
し
て
對
等
の
自
治
獨
立
を

有
ず
ベ 

き
も
の
なA

V
J

の
思
想
夙
に
龜
ん
な

‘う。
，

一

千
八
百
六
十
七
年
澳
匈
間
に
國
家
組
織

.上'の新 

協

定

成

う

*
一
一

 
重
王
國
の
說

5£
を
見
た
る

'場
合
に
も
、匈
牙
利
は
ク
ロ
：

I
チ
ナ
及
ス
テ
グ

■
分
ニ
ア 

第
十
一
卷

(
】

一六七

〕

输

說

南スヲゲ統

一
沏翘 

1

敬 

三
五



衍十1

卷
’ 

(

ニ
六
八

)

•

說
，

南
ス
ヲ
グ
統

l
li
d
M

m

i

-し

Iを

自

己

L
T

隸
鹰
ず
る
の

.
’地
ガ
：ど

1;
.
'て
ゝ
取
极
、ふ

の

意

見

.を」

有
す
る
、

$

對
し
、後

'潜
は
匈
牙
利
ど

0
 

等
の
資
格
を
以
て
連
合

®

織
を

^

す
べ
き
も
の
な
ぅ
と
车
張
し
た
ぅ
。
斯
く
て
同
年
六
月
八 

日
燠
地
利

‘
.王
フ
ラ
ン
ツ
，ヨ
セ
フ
が

^

^

3̂E
:ヾ

し
し
て
の
即
位
式
を
ブ
ダ
ぺ
ス
ト
に
擧
ぐ
る

R 

.
當
り
、之
に
代

.，表.潜
を
參
列
せ
し
む
ベ
し
と
の
敕
命
あ
り

^

る
，j

;

も
拘
ら
す
、匈
牙
利
ビ
ト
リ
ユ 

:

1

ン
王
國
と
の
憲
法
上

.の

.關
係
を

.定
む
る
を
以
て
先
.決
問
題
ビ
爲
す

^

主
張
し
て

>

ロ
ー
チ 

ア

及

ス

ラ

グ

',
ォ 

一r
-r-
の
議
會
並
に
貴

'族
は
、共
に
代
表
者
を
送
る

■こ
f

を
拒
絕
し
た
も

3

れ 

ば
其
後

.

牙̂
利
，ヾ

」

ク
ロ

1

チ
ア
.埤
方
と
ば
烈
し
く
相
反
目
し
、雨
奢

■
係
...の

協

定

容

易

に

成

&
 

ず

.0
遂
に
マ

.
ギ
ア
ー
：ゲ
派
ぼ
.維

也

»

.政
府
の
後
.援
を
利
用
し
て
ク
ー
デ
ダ
に
等
し
き
暴
虐
乎 

段
を
執
り
、以
て
辛
ふ
じ
，

•て
.匈
牙
初
ク
ロ

.丨

.チ；ア
間
の

.基
：本
關
係
協
定
を
成
立
せ

.し
め
た

6

。

‘ 

是
れ

一

•千
八
百
六
十
八
'年

な

當

時

ク

ロ
ー
チ
ア
に
於
け

〈

る
合
同
派
即
ち
マ
ギ

'ア
i

ル
派 

の
首
，領ノ

k

る
ア
ウ
ク
男
先
づ
ク
ロ

 

I
チ
.ア
知
事
に
任
せ
ら
れ
、其

.下
に

.官

.權
を

® *
用
し
て
反

a
 

派
を
威
嚇
し
歷
迫

し

、

次
で

#

斷
の
敕
令
に
依
て
反

.對
派
、に
不
利
な
る
新

'選
擧
法
を
發
布
し
、此 

選
擧
法
の
下
に
觅
に
大
中
涉
を
行
へ
ぅ
。
，斯
く
て

j

千
：八

百

六

十

A

年

1

月
八
日
を
以
て
ア 

ダ
ラ
ム
に

'召
：集

さ

れ
た
る

：

新
.議
龠

.は
、六
十
六
名
の
民
選

'議
員
中
官
吏
だ

.

.る
'も

:

の

三
十

'四
‘名
を

下
ら
ず
、國
，

民
黨

.は

.
僅
に

十
四
名
に

.
過
ぎ
ず
、

又
急
：進

.派及

.非•マ
ギ
ア
丨
ル
派
の
こ
領
釉
た
る
ス 

タ

ル

チ

>
'
グ

ィ

ツ
チ

及
ム
ラ

グ
、ヴ
ィ

"チ
'は
共
に
落
：選
の
否
運
に
遭
..へ
K

V

O事
情
，此
の
如
く
な 

る
を
以
て
、非
マ

'
ギ
ア
ー
ル
派
は
議

.事
に
參
加
す
る
を
以
て
曆

_か

ら

ず

と

爲

し

、開

會

の

當

日

.左 

の
，如

き

宣
言
を

爲

し

、
一

一

ゑ

'
の

外
全
部
退
場
し
た
ぅ
。

『

吾
人
が
議
場
ょ
&
退

 

<
 
は
、即
ち

#

立

*

に
し
て
不
法
な
る

*

礎
の
上
に
作
ら
れ
た
る
此
議
，
 

,會
の

.一；切

の

決

定

.に

.對
し
て
杭
議
す
る
な

5
。
.
.吾
人
は
，一
千
八
百
六
十
一
年
の
第
四
十
ニ 

條
並
に
一
千
八
百
六

.十

.
一.年

0
.陛

，
下

の

敕.書
を

.堅
_く

«

據
と

.爲
し
て
、ト
リ
ユ
ー
ン
王
國
を 

匈
牙
利
王
國
に

*:
從
屬
せ
し

•む
る
に
對
し
敢
て
抗
議
す
る
.も
の

«
6』

(

3
ぁ
0
1
1

W
a
t
s
o
n
,

 

T
h
e

 s
o
u


thern 

S
l
a
v
o
u
e
s
n
o
n
,

 

R

 

6
3
)

猶
上
記

1

千
八
百
六

.十

I

年
の

.第
四

.

.十
二
條
な
：る
も
の
は
，、ト
ジ
ユ

-丨
ン

王
.國
議
會
'の
決
議 

.と
し
て
、

『

一
千
八
百
四
十

 

<

年
の

事
®

以
來
、ダ

ル
マ
チ
ア
、ク口

ー
チ
ア、スラ
、
グ
ォ
二
ア
の
ト 

.
リ
：ユ

1

ン
丰
國
と
匈
牙
利

5£
_

ヾ
し
の
間
の
連
接
は
、立
法
的

*

る

S

行
政
的
な
る
と
將
司
法 

.
的

/2

る
と
を

.問

.•はず
、

I
’

切
合

.法
的

.に，全
然
絕
え

.
た
；る
こ

ビ

を
玆
に
宣
言
す

』

ビ
言
ひ
、ト

ソ

ユ
 

丨
ン
、王

_

.の
§

立

#

.

:治』

を
高
唱
し
.匈
牙
利
主
國
議

*

が
交

#

委
員
，
を

定
む

‘る
'や

否
や
直

第
十
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(

ニ

六
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論

E

街
ス
ラ
、ヴ
統
5

題 

、

第

號̂ 

三
七



各 ^ ? ^ ^ 樹 矿 仍 ズ
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:
此
の
如
き
次
第
な
る
を
以
て
兩
民
族
の
間
に
軋
櫟
絕
え
す
。
從
つ
て
隣
接
の
セ
ル
グ
ィ
ア 

國
.人
は
可
憐
の

.pi
胞

.に
對
し
て
深
き
同
情
を
寄
せ

.、ク
ロ
ー
ト
，セ
グ
ブ
入
亦
セ
ル
グ
ィ
ア
人
に 

親
む
の
傾
向
を
生
ず
る
は
自
然
の
へ
勢
な
り
。
然
も
之
が
爲
に
ブ

>
 
ベ
ス
ト
及
維
也
鈉
の
兩
政 

府
は
極
端
な
る
猜
疑
を
起
し

’些
細
の
嫌
疑
に
對
し
て
す
ら

0

叛
を
以
：て
論
じ

.追
害
至
ら
ざ
.る

な

t

o
甚
：し
き
は
：異

人

a

®
迫
の
手
段
ビ

し

て
故

ら
に
ぃ
罪
狀

.

を
、羅

.織
'し
、奇

.々

怪
令
の
大
疑
獄

.

.

'

.
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:
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ノ

プ

广
 

'

,

.

l'；f
[v

.一 w*f

筋
十
.

一

卷

(

一
■*
*
:七〇

)

諭

E

南
ス
ラ
>

統
ー
即
.姐， 

幣
九
號 

三八

に
南
國
間
の

.
*
法
：的

.協

®

の
協
_

に

«

手

す

べ

き

z

-t
等
.を
.定

，：
め

：
た
.
.る

も
.
の
.
な 

文
は
ッ
•ッ

h

ソ
ン
の
上
記
著
書

コ

一

百

五

十.七
'頁
以
下
に
在

6)

0 

非
マ
ギ
ア
ー
ル
派
退
場
の
；後
合
：同
派
ば
全
議
場
を
占
領
し
て
思
ふ 

定
案
作
製
に
着
手
し
多
少
の
折
衝
を
經
て
、ー.千
八
耳
六
十
八
年
九
月 

を
可
決
せ
り
。
是
れ
今
日
に

至
る
ま
で
匈
牙
利
一
と
ク

p

1
チ
ア

及

ス
 

を
支
，配

す

る

基

本

法

と

な

れ

る

も

の

な

b
。
而
し
て
斯
る
事
情
の
間 

の
ク
口

ー
ト
.
セ
ル
ブ
人
に
執
ぅ
て
大
に
不
滿
.足
の
も
の
な
る
は
回
ょ 

驚
く
ベ
き

.は
、該
協
定
中
ク

.
口 

I

チ
ア
の
要

®

フ
ィ
ュ
ー
ム
の.處
分

R
 

せ
ざ
ら
し
結
果
と
し
て
、之
を
後
日
の
協
議
に
讓
る
旨
を
興
定
し
た
る 

場
合
に
至

b
、マ
ギ
ア

1
ル
語
の
正
文

.に
は

•『
フ
ィ
ユ
ー
ム
の
町
、港
、及
其 

•R
®
す
る

特
別
體
を

爲

す

ベ

く』

、其
自
、治

及

其

立
.法
行

政

に

關

す
&

事 

冷

ミ

改

め

/

ロ

ー

ト

語

の

J E

文

.に

於
て
も
、其
場

所

に

張

紙

を

爲
し
て 

同
’：一

意

味

ビ

爲

S

れ

た

b
。
匈
牙
利
の

政

治

家
.は
.
フ
，.ィ

ュ

ー

ム

滩

を 

を

達

せ

ん
カ
め
、斯
る
詳
僞
的

手

段

を

執
h

た

る

な

P
O
ク

13

丨
、チ
ア

が
儘
に
匈
牙
利VJ 

こ
.十
四
日
其
の
確 

ラグォ二アとの
 

ょ

^V

作
ら
'れ
た

る
 

6
論
を
俟
た
す
。
 

關
し
意
見
容
易

R 

に
、王
の
裁
可
を
受

其
：全

.の
協

定
案

關
係

協
定

特
R

.
一
致 

く
る

接
屬
她
は
匈
牙
利
主
位 

項
は
：他
日
協
議
の
上
云

マ
ギ
ア

I
ル
語
I E

文
ビ

其
管
轄

.と爲
〃
す
の
野
心 

A
が

■其
.後
.長
く
此
協
定

l-
f-
f..
=
し」

-
1
- ̂ 
J
-'

f-
-'
1
.,:
-.
:
g
^
g
g
£
d
:
:
^

u-

tr
!
g
h
z
c
l~
;
l-
レ.ri
n

:
:
. 

J
^
^
:::::::;:̂

z:7n
?:a

sa!!s5::;::̂

t;i

l-liM._.
i-
,F:;s:gs;:l::r::;

t.1M.V

[Iu

L-Jrh:::::::5-:::;::r
p
l-:gr,

ii
:j”s::;:;̂

fl

.
r;g
l-
-
u
-

h

法
を
不
法
不
正
の
も
の

V
J

し
て
承
認
を
拒
み
、抗
爭
甚
だ
努
め
穴

.る
ビ
洵
に
當
然
な

p V
J

謂
は 

ざ
る
可
ら
す

C

此
の
如
く
匈
牙
利

^

ク
ロ
ー
チ
ア
及
ス
ラ
、グ
ォ
ニ
ア
と
の
間
に
は
共
同
生
活
の
根
本
に
於 

て
旣
に
大
次
る
衝
突
ぁ
ぅ

0

其
の
絕
え
ず
不
和
反
目
，の
狀
態
に
在
る
は

.異
と
す
る
に
足
ら
す

• 

況
ん
.や

マ
ギ
ア
ー
氷
人
は
爾
來
政
治
上
の
優
勝
の
地
位
を
利
用
し
て
、ク

ロ
ー

チ
ア

地
方
の
不

. 

利
を

li
A

其
の
發
鹿
を
阻
害

す
る

の
政
策
を
の
み
實
行
し
、ク

W
1

ト
.セ
ル
ブ
人
を
し
て
恨
益

* 

骨
髓

R

,

徹
す
ゐ
に
至
ら

.し
め
た
り
。

例

'へ
ば
利
己
的
鐵
道
政
.策
に
俾

て
ク
ロ
ー

チ
ア
地
方
の 

变
通
を
故

&-
'
に
不
便
と
爲
し
、又
非
常
に
不
公
‘平
な
る
運
賃
規
定
を
設
け
て
ア
グ
ラ
ム
の
繁
榮 

を
妨
げ
、ブ

.ダ

•ヘ
ス
ト
に

_
1切
の
利
益
を
龍
斷
せ
ん
ビ
せ
る
が
如

&

は
其
の

一

例
な
り
。
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销

夂m

0
0

を

起

し

た

る
Z

ビ
す

ら

.

.
ぁ

b

o

「

千

九

百

：
九

，年
0.
三
月

i
 

i
九
月

^

耳
れ
る
ア
グ
ラ
ム
疑
獄 

並
に
之
に
關
連
し

.て
來
れ
る
同
年
十
二
月
の
，フ
リ
ー
ド
ユ
ン
グ
事
件
の
如
き
は
其
の
最
も
罪 

著
な
る
も
の
な
办
。

 

:

3
れ
ば
ク
マ
ー
ト

•セ
.ル
ブ
民
族
を
し
て
人
種
的
追
害
の
苦
悶
ょ

6
脱
せ
し
め
、之
に
平
和
及 

繁
榮
を
與

ふ
る
が
た
め
に
は
、南

ス
ラ
、グ
統
ー
に
依
て
彼
#.に

解
放
を

與
へ
、«
等
を
し
て
マ
ギ 

ア
1

ル
族
及
獨
逸
族
と
對
等
の
地
位
に
立
た
し
む
る
を
以
て
最
良
の
策
と
す
べ
し
。
是
れ
彼 

等
の
間
に
夙
に
南
ス

ラ 

'グ
踯
 

一
•

の

唱

へ

ら

れ

た

る

所

以
な

ぅ

。

唯
匈
牙
利
は
絕
對
に
之
に 

反
對
じ
福
也
鈉
政
府
亦
其
の
他
の
民
.族
的
分
立
運
動
に
刺
戟
を
與
ふ
る
の
危
險
を
思
ふ
て
之 

に
同
意
せ
す
、未
解
決
の
儘
に
て
今
日

に
，
至

6
た

る

な

り
？
然
れ
ど
も
今
や
戰
荦
の
た
め
に
觅 

に
廣
大

な

る

意
味
に
於

て

0

«
ス

ラ
グ

統

一

間
®

の
起
れ

る

は

上
に
記

し

た

る

が
如
し
。
想 

ふ
に
ハ
ッ
ブ
ス
ブ
ル
グ
家

'の
治
下
に
長
く
呻
吟
せ
る
ク

'ロ
ー
ト
.セ
ダ
ブ
民
族
は
此
機
會
に
自 

由
解
放
を
得

て
，、隣

境
の
同
胞

と

共
.に 
一

*
國
を
造
る
を

*
癦
せ
る
な
ら
ん
。
現
に
一
千
九
百 

..
十
五

年

十
一
月

，.
上
旬「

ダV

マ
チ
ア
及
ク

V

丨
チ
ア
出
身
の
有
力
者
十
六
名
は
、セ
ル
グ
ィ
ア
の 

危
急
を
救
は
ん
が
爲
に
檄
文
を
，英
國

.，に
寄
せ
て
丼
の
靡
狀
を
訴
へ
、其

'中
に
左
の
齟
く
言
へ

b。

『

セ
ル
、グ
ィ
ア
の
破
滅
は
塊
匈
國
に
於
け
る
八
百
.萬
の
セ
火
ブ
民
族
の
國
民
的
及
政
治
的
基 

礎
を
破
壊
し
去
る
べ
し
。
彼
等
若
し
自
由
を
囘
復
し
、世
界
政
策
の
十
字
街
に
於
け
る
番
兵 

と
し
て
の
其
の
存
在
の
爲
に
セ

.

.

V

ヴ
ィ
ア
と
連
結
.す
る
に
至
ら
ん

か
、此
數
百
萬
の
民
族
は 

今
後
獨
逸
.の
侵
入

に

對

す
.る

碑
實
强
固
な
る
要
寒
と
な

b
、從
つ
て

®

逸
に
威
迫
せ
ら
る
、
 

も
の
に
取
ぅ

.

v

の
忠
實
な
る
同
盟
た
り
助
力
た
る
べ
き
な
ぅ

』

。

即
ち

彼
等

は
自
由
を
，囘

復

し
セ
グ
、ヴ
ィ
ア

ビ
.連
結
し
て
獨
逸
の
侵
入
に
對
す
る
要
塞
を
以 

て
自
任
せ
ん
と
す
る
な
り
。
是

.れ
根
祗

に
於
て
南
ス
ラ
、

ヴ
統
一
の
思
想
に

.外
な
ら
ず
。
此
思 

想
や
戰
況
次
第
に
進
む
に
從
ふ
て

#:
-
鼓

吹

さ

れり

、
ぁ
る
を
疑
は
ず
。：
要
す
る
に
廣
袤
少
な 

く
も
八
萬
.平
方
哩
を
超
へ、人
口
少
な
く
も

一

千
萬
を
下

.ら
，ざ

る

南

ス

ラ
グ
國
の
新
設
は
、最
早 

確
に

.實
際
上

.の
間
題
ビ
な
れ
る
な
り
。

■'
 

六 

• 

f 

: 

■

南
ス
ラ
、グ
綁
ー
に
關
し
、列
强
中
最
も
同
情
を
有
す
る
は

.，露
國
な
る
，
Z

と
言
ふ
迄
も
な
し
。
 

他
の
協
商

.諸

國

亦

皆

其

：の
賛

.成
者
な

.
6
。
英
國
は
始
め
南
ス
.ラ
ヴ
問
題
を
輕
視
す
る
の
風
ぁ 

A
V
*
る
も
、
4

囘
の

»1
®

後
セ
ル
、グ
ィ
ア
を
番
兵
と
す
る
巴
爾
幹
關
門
の
大
意
，華
次
第
に
明
瞭

笫
十i

.

卷

(

：ニ
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卷

a

ー‘七四)

論
.

，御
.

南スラダ統

1
問
題

.

.

笫

九

號

'

W

ニ

ビ
な
る
に
從
ひ
、大
に
之
を
重
要
視
す
る
に
至
れ

.5。

英
國
人

.が
始
め
巴
爾
幹
の
ゼ
ル
マ

v

派
の
東
進
に
對
す
る

.大
關

?3
た

る

所

以

を

悟

ら

中

"此

• 

, 

•
 

.
 

•

方
面
の
間
題
を

«

視
し
た
る
は
、寧ろ
驚
く
.べ
き
事
な
ジ
ョ
ン
ス
ト
ン
が
一
千
九
西
十
三 

年
徽
行
の

『

對
外
政
策
の
常
識

』

に
於
て
唱
へ
し

®

見
の
如
き
は
、其
の
第

1

の
代
表
力
る
を
得
べ 

し
。
彼
は
獨
燠
を
中
心
と
し
て
、之
に
セ
ル
グ
ィ
ア
、モ
ン
タ
ネ
グ
口
、ア

\
\

 

二
ア
、ブ
ル
ガ
リ
ア

、

.

ス
レ
ー
ス

(

土
耳
其

)

、及
波
：蘭
を
加
ふ
る
の

『

大
中
歐
同
盟

』

の
起
る
べ
き
こ
ぐ

J
5:
論
じ
、地
國
を
添
べ 

て
ハ
ム

•
ブ
ル
ダ
ょ
ぅ
小
餌
細
餌
に
苴
る
の
大
同

.盟
を
說
明
し
、之
を
實
行
す
る
に
際
し
て
は
、獨 

塊
と
露
と
の
間
に
開
戰
を
見
る
べ
し
と
て
、約
一
年
後
の
事
件
を
正
確
に
豫
定
し
、其
場
合
に
英 

國
は
傍

.觀
ず
べ
し
、否

•獨
塊
侧
に
同
情
を
寄
す
ベ
し
と
斷
言
せ

b
。

即
ち
左
の
如
し
。

.

『

ブ
ル
ガ

y

ア、セ
火
グ
ィ
ア
、及
モ
シ
，グ
ネ
ダ
ロ
は
、

其

の
政
治
的
同
情
に
於
て
、餘
ぅ
に
露
西
亜

- 

• 

*

の
侧
に
倾
く
こ

VJ

も
あ
ら
ん
。
彼
等
果
し
て
斯
る
態
度
を
執

6、露
國
亦
此
方
面
に
於
て
利 

.益

.を
S
る
に
急
な
ら

.ん
に
は
塊
獨
と
露
西

S
國.VJ
の
間
に
怖
ん
、ベ

&
#闘
を
起
-す
の 

恐
あ
る
べ
し

。
.
.

. 

-

予
思
ふ
に
、斯
る
爭
闘
に
際
し
て
英
國
の
同
情
孰
れ
に
寄
せ
ら

ゐ

ベ
.き

か

は

疑

問

に

非

す

。

• 

: 

I

I

I

!
 _
, 

.
1
:
. 

. 

.

.

. 

, 

.

.

. 

. 

_

_

_
 

I
1
'
. 
.
 

1
^
1 

H

u

 

. 

. _
k-
»
.
' 

i
- 

! 

■ 

i 

■ 

. 

n
 

v
^
.

I
|
|

即
ち
獅
燠

に
寄
せ

.らる
ベ

し
.0
佛

蘭

西

は

p

丨
レ
ン
、々ク
セ
ン

ブ

.ダ
ダ
、及

0

s

_
R

關
し 

て
不
滿
足
な
る
限

b
露
4

提
拂
.し
て
獨
填
を
.
攻
擊
せ

ん
と
す
る
の
み
な
ら

t'
is
に

英
國
を 

も
此
爭

H
の
渦
中
に
引
き
込

.み、
以
て
歐

.洲
及
阿
弗
利
加
に
於
け
‘る
獨
逸
領
の
分
割
を
圖

ん
と
す
ベ
し
。
我
國
と
し
て
は
、斯
る
干
涉
は
致
命
的
の
愚
策

(a fatally foolish act)
/2
る

. 

• 

■ 

........
 

.

し
。
干
渉
は
其
結
果
と
し
て
獨
澳
若

く

は
其
の
同
盟
た
る‘伊
太
利
の
萬

一
の
征
服
に
終 

を
得

^

る
べ
し
。
即
ち
英
佛
が
獨
逸
に
德

«

を
與
ふ
る
に

®

ぅ
て
最
も
利
す
る
も
の
は 

西
亜
な
る
べ
し
。

.
自
由
及
文
明
の
我
理
想
の
見
地
ょ
ぅ
見
て
、又
亜
細
亜
に
於
け
る
我
地 

並

i

東
方
地

'中
海
と

.の

.我
通
商
の
見
地
ょ

.4

見
て
、露
西
亜
を
し
て
觅
に
西
.方
に
勢
力
を

展
せ
し
む

.るは
、確
に

.■害
深
き
結
果
を
齎
ら
す
べ
き
な

6。
.
露
西
逝
を
し
て
コ
ン

タ
ン
チ
ノ

 

!
ブ
グ
に

0̂

し
、若
く
は

巴
爾
幹

半
島
を
支
配
せ
し
む
る
が
如
含
は
、

又
況

し 

獅
塊
を
し
て
佛
の
鐵
鎚
と
露
の
鐵
贴
と
の
間
に
歷
碎
せ
し
む
る
が
如
き

1

洲
の
勢
力
均 

.衡
に
對
す
る
大
打
破
た
る

Z

と
、ナ
ボ
レ
オ
ン
の
無
限
の
蒴
權
を

0

V

P

*
る
と
選
ぶ
所
な
か 

る
ベ

P

な
む
。

. 

•

要
す
る

•に
希
臘
王
國

|
丨
成

'る
べ
く
白
耳
義
及

'丁
妹

0
如
く
に
中
立
た

',
^
1要
す
る
の
王
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四

四

國
i

ょ

6
 

.
以

北

0
.巴
爾
幹
半

.島
の
事
件
は
ハ
大
英

.帝
國
と
何
等
直
接

.

s

關
係
を
有
せ
ず
。
 

:

:
佛
蘭
西
が
巴
爾
幹
問
題
の
爲
に
激

.起
さ
れ
た

' 
る
爭
鬪
：に
參
加

t

る
.場
合
に

«

蘭
西
に 

.隨

#

す
る
は
我
等
の
利
益
に
，非
ず
。

小
蓝
細
亜
の
事
件
は
獨

_

の
干
渉
が
シ

y

ァ(

佛
圓
西 

の
特
種
關
係
を
有
す
る

)

若
く
は
ユ
デ
ァ
に
影
饗
を
及
ぼ
一

C

る
限

b
、或
は

.波
；斯
海
に
對
す 

る
相
當
の
接
近
以
上
の
南
方
に
及
诏
さ
士
る
限
り
、

®

露一

.一

國
.其
の
主
要
商

.議
者
と
し
て
之 

を
決
定
す
べ
き
な
ぅ

o(sir 

H
a
r
r
y

 
Johnston) 

C
o
m
m
o
n

 dsenise 

in 

F
o
r
e
i
g
n

 

Policy, 

p. 

5

て

6)

ジ
ョ
ン
ス

ト

V

は
實
に
恐

«

の
舊
病
に
因
へ
ら
れ
、巴
爾
幹
に
於
て
英
露
相
爭
ひ
た
る
啤
代 

の
舊
記
憶
に
四
へ
ら
れ
獨
填
の
巴
爾
，幹
を
經
、て
の
東
進
の
觅
に
大
に
危
險
な
る
こ
と
に
氣
附 

•

ヵ
ず
巴
爾
幹
事
件
ょ
り
生
ず
る
獨
块
對
露
佛
の
戰
爭
を
全
然
傍
觀
す
べ
し
と
主
張
せ
る
な
と 

是
れ

.正
し
く
巴
爾

#

放
棄

fi
r
に
非
ず
や
マ

#

臘
：
r
國
を
白
耳
*
同
檬
の
中
立
狀
態
に
置
く
を 

_

以
て
、十

.分
な

.る，安
全
の
倮
障
と
爲
す
が
如
く
に
說

.き
、『
其
以
北
の
巴
爾
幹
半
島
の
事
件
は
大
英 

帝

«

ビ
何
等
直
接

0

關
，係
を
有
せ
ず

』

ビ
言
へ
る
が
如
き
は
、實
に
驚
く
に

.堪
べ
た
り
。
然
も
此 

書
籍
發
行
後
僅
に

一

年

.に

.し
て
、巴
爾
幹
間
題
を
動
機
^
す
る
現
在
の
大
戰
を
見
る
に
至
ぅ
た 

る
.核
、寧
ろ

1

大
皮
肉
な
办
と
謂
は
ざ
る
可
ら
ず
，。

ナ
タ
マ
ン
が

『
ホ
歐
論

-N
を

1

し
て
獨
逸
人

:

-,
'■
,
 

' 

: 

: 

,

,
i
.
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,

■jd
l
d
m
n
T
n 

ココ 
m
l
i
p
l
i
i
r
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i
g
n
i
s
l
l
l
l
l
i
i
l
l
i
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.

.

.

.の血
を

m
が■
.し
^

且
列
强
を
愕
か
せ
る
ょ
\

〗

一
年
，
以

.•
前
に
於
て
、英
國
人
が

眯

に『
中
歐
同
盟

』

を 

論
じ
て

.歡迎
の
意
を
表
せ
る
は
、是
れ
亦

 
一
•種の
ア
ィ

V 
二
ー
た
る
の
感
な
き
を
得
ざ
る
な
ん 

但
し
ジ

ョ
ン

ス
ト
ゾ
は

21
に
左
の
如

&
言
を
附

.せ
'む。
‘

_『

巾
趴
犮
朿
歐
の
地
圖
の
斯
く
變

at
せ
ら
る

'、
こ
と
ぁ
る
に
當
り
、我
等
の
執
る
ベ
き
態
度
は 

,
單
に
傍
觀
者
た
る
に
在

>
。
担
し
怫
蘭
西
が
鄭
暴
に
攻
擊

.せ
ら
れ
、白
耳
義
荷
蘭
若
く
は
ぐ 

v

セ
ン
ブ
ル
ダ
が

«

入
せ
ら
れ
，シ
リ
ア
若
く
は
ア
ラ
ビ
ア
が
獨
逸
の
干
渉
に
依

.

て̂
脅

 ̂

.

れ
た
る
時

.は
此
限
办
に
非
ず
。

』
(

前
揭

.書
六
十

.

.一頁

)

。

要
す
る

に
獨
逸
に
し
て
西

■方
.に
手
を

觸
れ

s'
る

限
う
、或
は

遠
く

東
に

*
み
て
シ
リ
ア
若
く 

ば
ア
ラ
、
ビ
ア

を

*

る

限
う
、中
歐
組
織
は
如
何
に
變
，更
せ
ら
る

，

も
、巴
爾
幹
半
蕻
は
如
何 

に
獅
逸
の
蹂

»

す
る
所
と
な
る
も

『

單
に
傍
觀
者

』

た
る
べ
し
と
言
ふ
な
う
。

ジ
ョ
ン
ス
ト
ン
は 

獨
逸
を
し
て
東
方
に
伸
び
し
む

.る
を
以
て

『

荷
蘭
、.白
耳
義
、

^.
ク
セ
ン
ブ

ル

ダ
、及
怫
關
西
に
對
す 

る

^

m
の
®

迫
を
大
に
輕
む
る

』

所
以
な

i

と
像
し
、之
を
傍
觀
す
る
を
‘以
て
英
國
の
利

益

.なう 

と
爲

せ

る
も
、此
は
餘

6

に
近
眼
な
る

意

.見た
う
。

獨
逸
が
，東
方
突
破
の
目
的
■を
逄
し
た
る
後 

M

に
中
歐
同

®

の
大
威
カ
ー
を
ー
提
げ
て
服
下
し
、直

.接
に
、.英
國
海

' 峽
.
.を

脅

す

'る

に

至
る

ベ

&
,は
、必

•

第
ナ
5
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第

十

一

卷

(

ニ
七
八)

論

髋

南

ス

ヲ

ゲ

統

丽

瓸

至

の

勢

に

非

：ず
や
。

.
巴
爾
幹
の
關
？

た
び
突
«
せ
ら
れ
た
か 

如
き
も
風
前
の
燈
に
異
な
ら
ざ
る

.こ
と
亦
勿
論
た

b

o
ゼ
ル
マ

通
路
と
し
て
の
巴

«

幹
の
意
義
が
、

«

逸
が
愈
£此
大
目
的
を
抱
い

ン

.
 

:.
 

.

其
間
際
ま
で
、英
乂
の
氣
附

く

所

^

な
ら
ざ

^S

し

は
、其
迁
濶
.實
に 

且
巴
爾
幹
の
世
界
政
策
上
の
大
關
門
*
る
所
以
を
悟
ら
ず
し 

著
述
家
の
み
に
非

.す
。
責
任
の
局
に
在
る
老
練
の
英
國
政
治
家

る
な
办

°

セ
ラ
？

一

、
グ
ォ
事
件
に
關
し
埃

V
J

セ

.ル
グ
ィ
ア
と
の
間
に
交
戦
開
始
し
、全
歐
の
大
戰 

愈
丨
眼
前
に
迫

.ぅ
し
一
千
九
百
十
四
年
七
月
ニ
十
九
日
、英
國
外
相
グ
レ

ー

は
怫
國
大
使
カ
ム
ボ 

ン

^

の
會
話
中
に
左
の
如
く
言
へ
り
。

一

. 

.

『

現
&
に
於
て
換

i-
I
L茅
及

.セ
ク
ィ
ア
沿
の
爭
は
吾
人
の
關

.係

す

'-
5
.を

要

す

べ

き

も

の

に

非

も
猶
吾
人
は
之
に
關
係
す
る
を
要
す
る
と

|1
感

•
第九號
 

四

六

- 

上
は
、シ
リ
ア
、及
ア
一
フ
ビ
ア
の

ン
派

0 '
世
弈
的
大
飛
蹯
の
大 

て
大
戰
を
始
ひ
る
に
至
れ
る 

驚
く
の
外
な
し

。

.

て
、其
問
題
を
輕
視
し
た
る
は 

も
、亦

此

識

を

免

る

、
を

#

ざ

す

間

*

1

轉
し
て
換
露
間
の

も

のV
J

な
る 

せ

ざ
る
ベ
し
，

其
場
合
に
.於

て

間

題
は
チ

丨
ト
ン
若
く
は
ス
ラ
グ
の
蹰
權
の
問
題
な
る

ベ
し
、——

巴
爾
幹
に
於
け
る
溉
權
の
爭
な
る
べ
し
。
而
わ
て
吾
人
、の
思
想
は
常
に
巴
爾
斡 

に
關
す
る
戰
爭
に
棬

§
込
ま
る
、
乙
と
を
避
く
る
に
在

A
た
ぅ
。
獅

.逸
捲

§
込
ま

れ
，«■
蘭

|

西
亦
棬
き
込
ま
る
、

V
J

す
る
も
、其
揚
合
に
如
何
に
す
べ
き
か
は

3£
ロ
人
未
だ
決
心
し
居

&

ず
。

.
此
は
吾
人

0'
.
考
究
す

.る
を
要
す
る
問
題
な

6』

.グ

v

丨
扒
當
時
に
於

v

 

a
爾
幹
間
，題

を

輕

視

し
，̂
ス
ラ
グ
民
族
.の

0

命
如
何
に
何
等
頓
着 

せ
す
、巴
爾
幹
に
於
け
る
觀

權

が

丨
ト
ン
に
屬
す
る
も
將
ス
ラ
グ
に
屬
す
る
も
、敢
て
關
す 

る
rr

に
非
ず
と
瀹
し
た
る
は
、前
揭
の
文
字
に
依
て
明
々
白
々
穴
る
べ
し
。
正
に
是
れ
ジ
ョ
ン
ス
 

ト
..ン
の
意
見
に

.酷

..似

す■る
も
の
な

b
。

其
後
數
日
を
經
て
ク
レ
ー
は
愈
開
戰
に
队
し
下
ぼ
に 

於
て
夫

0
記
憶
す
べ
き

/\
月
三
日
の
大
演
說
を
爲
し
た
る
時
、白
耳
義
問
題
に
は
論
及
し
た
る 

も
、セ
 
>

、グ
ィ
ァ
の
爲
に
は

 

ー
«

を
も
費

さ

ず
.其
自
由
獨
立
を
擁
饑
す
る
の
必
要
の
如
き
は
、全 

然
念
頭
に
無
か

h

し
が
，如
し
。.：次
で
八
月
六
日
首
相
ア
ス
キ
ス
が
開
戰
理
由
を
演
說
し
た
る 

際
に

V

理
由
の
第

 

一V
J

し
で『

國
際
的
義
務

』

を
擧
げ
、第
ニ
に

『

小

國

民

は

國

際

傳

_

を
無
視
し
强 

大
國
の
尊
橫
な
る
意

®:

に
依

.

C
S

て

®

碎
せ
ら
，る
ベ
き
に
非
ず
と
の
原
則
を
擁
饑
す
る
た
め

』

 ̂

冷
と
言
へ
る
に
止
ま
ぅ
、特
に
セ

V

グ
ィ
ア
叉
は
巴
爾

幹
の
問
題
が
國
際
大
局
に
及
ぼ
す
ベ
き 

影
響
に
就
て
は
全
然
言

_
及
す
る
所
な
か
ぅ
き
。
次
で
九
月
十
九
日
ロ
イ
ド

•
ジ

n 

,
ジ
は
或
集 

會
に
臨
み
て
；戰

#

を
論
じ
、白
耳
義
間
題
に
多
言
を
费

.や
し

*

る
後

‘

ル
グ
ィ
ア
に
.言
及
し
た 

第十
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'
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南
ス
ヲ
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第
十

一

卷

(

二
八
〇

)

論
脫
南
ス
ヲ

'ヴ

統

一

間

題

^
九
號 

四
八

る
，も
、

坱
：：

の
.®'
後
：通

.牒

.に
-對
せ
し
其

-態•度
の
至
當
な
る
を
述
べ
し
に
過
ぎ
ず
。
彼
は
又
小
國
民 

の
輕
蔑
す
可
ら
ざ
る
事
に
付
て
雄
辯
を
振
ひ
、

『

人
類
の
救
濟
は
小
國
民
ょ
り
來
る

』

と
の
警
句
を

. 

吐
き

*
る
も

®
す
る
に
文
學
然
犮
る
槪
括
論
に
し
て
、セ
ル
グ

4

ア
の
存

C
興
敗
が
國
際
政
治 

上
如
何
に
重
大
な
る
意
義
を
有
す
る
.る
か
に
就
て
は
何
等
觸
る
、
所
な
か
り
し
な

6。

要
す
る
に
大
戰
破
裂
前
並
に
.開
戰
の
當
初
に
於
て

は
.英

國

人
の

思

想
は
白
茸

_

問
題
に
集 

中
せ
ら
れ
、セ
ル
、グ
イ
ア
の
運
命
如
何
は
之
を
重
大
視
せ
ざ
り

.し
な

5
、焉
ん
ぞ
知
ら
ん
、セ
ル
ヅ
イ 

ア
ヾ
は
是
れ
策
歐
に
於

け

る

白
耳
義
な
ぅ
。
白
耳
義

.と
セ
ル
、グイ
ア
と
は
獨
逸
が
東
西
に
進
出 

す
る

に

於

て
の

-
大
關
門
た

i

西
に

守

る

も
東
に

失

何

の

得

る

所
か

あ

る

。

'
七

:

'. 

•

然

れ

ど

も

流
-石

R

遲
S

る

英
國
人

も
、大

.戰の
進
行
に
伴
ひ
、巴
爾
幹
政
局
の
驚

く

ベ
き
大 

展
開
に
從
ー
び
、次
锻

.に

.セ

.
' 

\

グ
'-
イ
n

の

地
位
の
非
常
に
重
要
な
る

.を
悟
る
に
至
れ
り
。
セ
ル
グ
イ 

ア
.は

遂
に

'敗
れ
た

る
も
、

一

年
餘
に

亘

る

其

抵

抗

が

全

局

.
の
上
に

及
ば
せ
る
憚
大
な
る
效

*

に 

就
て

は
、
英
人
亦
痛
切
に
感
ず
る
所
な
_

を
得
ざ
ぅ

し
な
b
。

而
し
て
次
第
に
^

ス
ラ
グ

M

一
 

に
依

.て
此
方
面
に

'堅
固
な
る
一
：大
關
門
を
造
ぐ
る
の
必
要
を
思
ふ
に

.至
れ

.る
が
如
し
。

1

千

九
百
十
六
年
の
秋
頃
、偷
敦
に
於
て
大
英
セ
ル
、グ
ィ
ア
協
會
な
る
も
の
、
新
に
組
織
せ
ら
れ
た 

る
は
、即
ち
其
の
明

4
H

な
る

證
據
た

；
^

o 
.

此
協
會
は

ク

ロ
1

マ

ー

卿

を

會

長

と

爲

し

、其

評

_

員 

中
に
は
サ

1

1
ド
>/
1.

ド
.カ

ー

ソ
ン
•ミ
グ
ナ
ー
卿
、及
べ
レ
.ス
フ

ォ
I

ド
卿
等
.の
有
力
潜
を
含 

み
、實

に

堂

’々

た

る

大

協

會

な

6
。

而
し
て
■其
の
目
的
と
す
る
所
は
南
ス
ラ

.グ
民
族
ビ
英
帝
國 

V
J

の
關
係
を
開
拓
す
，る
に
在
ぅ
。
同
會
一
委
員
の
言
ビ
し
て
タ
ィ
ム
ス
の
報
じ
左
る
所
左
の

D 

ノ
 
o
 

.
、

炎
I

『

セ
ル
グ
ィ
ア
は

白

耳
義
ビ

同

じ

く

關

鍵

た
る
の
地
位
に
在
る
の
國

に

し

て

、其
存
在
は
歐
洲 

:

の
自
甶
の

'唯
'一
の
確
實
な
る
保
障
た
る
政
治
上
及
經
濟
上
の
均
勢
の
維
持
に
絕
對
に
必
翦 

な

-

C
S。

セ
ル

グ
ィ
ア
，にし

て
®

力
を
以
て
す
る
も
猶
能
く
一

 

年
，以
上
に
苴

6

て
燠

0

攻
擊 

に
抵
杭
し
得
为

!>
:
と
せ
ば

®

し
四
百
萬
の

七
ダ
グ
ィ
ア
國
人
に
加
ふ
る
乙 

以
外
に
存
す
る
ク

V
丨

ト

.セ
ル
ブ
人
即
南
ス
ラ
グ
人
約
八
百
萬
を
以
て
し 

ん
に
は
、其
.抵
抗
は
觅
に
大
に
有
效
ビ
な
る
べ
し
。

斯
く
し
て
人
民
及
土
地 

獅
逸
の
征
服
線
に
對
し
て
設
け
ら
る
べ
し

』

。 

,

'

看
ょ
、苽
に
於
げ
る
大
關
冏
の
意
義
は
漸
く
玆

U

英
人
の
前
に
明
白

.と
な

$

第
十
.5 

(

二
八】

)

論

m

南
ス
ラ
‘ヴ
統
一
诎
題 

第
九
號

V」

セルグィ

て
、其
力
を
强 

の

1

大
墻
壁

來
れ
る

.な

h
-
. 

.
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五
o

本
篇
の
筆
者
が
此
稿
を

©

す
の
數

.日
前
、”
ィ

ダ

ル

®

報(

一
千
九
百
十
セ
年
八
月
八
日

1

は
.英 

國
首
相

口
ィ

>
*
ジ

ョ

ル

ジ
.
が
サ
ダ
け
ィ
。亦
テ
〃
に
於
け
る
セ
ル
グ
ィ

K

協
會
の

午
餐
會

に
於 

て
，
®

の
如
く
演
歡
し

*

る
こ
と
を
報
せ

b
。

『

英
國
は
其
滎
譽
を
賭
し
て
セ

パ

ダ

ィ
ア
が
解
放
せ
ら
る

A

の
日
を
見
厕
け
ざ
る
可
ら
ず
。

セ

V

グ
ィ
ア
及

白
耳

_

は
關
門
の
守
饑
奢
に

.し
て
、且
南
國
は
勇
敢

^
之
を
防

_

せ
$
。

セ
 

\

グ

ィ
ア
軍
は
敗
軍
の
不
幸
を
見
た
る
も
決
し
て
落
膽
せ
ず
、依
然
關
門
を
守
譴
し
つ
、
あ 

b
。
我

等

は

再

び

友

情

の

手

；を
セ

.
\

グ

-

f

に
伸
ぶ
。
我
等
は

.最
後
迄
共
同
作

®

す
ベ
し

』

。
 

•:
英
國
政
治
家
も
愈
ノ
近
時
驚
く
べ
き
大
展
開
を
爲
し
來
れ
る
國
際
新
政
局
に
於
て
の
セ
ル
グ
ィ 

ア
'間
題
の
眞
意
義
を
了
解
す
る
に
至
ル
る
を
見
る
べ
し
。
英

•國
は
之
ょ
ぅ
必
ず
南
.ス
ラ
グ
統 

1

策
の
實
現
の

^

め
に
努

.ガ
ず
る
な
ら
ん
。
英
人
の
思
想
が
斯
く
南
ス
ラ
ダ
統
一
に
傾
き
來 

A

た
る
に
就
て
は
、偷
敦
に
滯
在
せ
る
セ
，
グ
ィ
ア
首
相

パ

シ

チ

0

運

1 |
も
多
少
關
係
あ
ら
ん 

も
、夬
の
巴
爾
幹
通
に
し
て
南
ス
ラ
グ
統

.

1

の
熱
心
な
る
.主
張
者
た
る
ソ
ッ
ト
ソ
ン
の
功
亦
決 

し
て
小
な
ら
ざ
る
ベ

&

を
思
は
ざ
る
を
得
す
。
彼
は
其
著

『
匈
牙
利
に
於
け
る
入

®

間

®

』
(

一

千 

九
百
八
年
發
行

)

及
！T

南
ス
ラ

.グ
問
題

』
(
I

千
九
百
十

1

年
發
行

)

等
に
於
て
、ク
ロ
.丨
チ
ア
地
方
の
子

_
I:
_
rKTI

^
i
l
i
i
f
f
i
i
i
i
i
i
i
i
p
a
i
i
s
^
^
J

i'
i

'ノ 

'

曝

ラ
グ

K
族

0窮
狀
を

#
細
に

' 說
§、南
ス
ラ
グ
統

一

に
對
し
て
同
情
に

.富
む
の
筆
を
振
び
し
が
，
 

今
囘
の
開
戰
後

M
に『

.バル
カ
ン
、伊
太
利
及
ア

ド
y

チ
ッ
ク』(1

千
扎
耳
十
五
年
發
行
^

題
す
る 

小
册
子

?:
公
に
し
て
熱
心
に
南
ス
ラ

'ダ
統

一

を
主
張
せ
り
。
此
小
册
子
は
僅
•に
七
十
六
頁
ょ 

う
成
る
も
流
石
に
多
年
巴
爾
幹
問
題
を
硏
究
せ
る
著
者
の
手
に
成
る
が
故
に
所
說
能
く
要
を 

盡
せ
う
。
而
し
て
開
戰
前
迄
は
塊
匈
國
領
內
に
於
て

の
統

一
說
主

と

し

て

唱
へ
ら

.れ、大
飢
誘 

發
の
恐
あ
る
外
科
的
大
統
一
策
を
說
く

>に
は
遠
慮
す
る
の
風
あ
う
た
る
も
、

『

今
日
に
於
て
は
獨
立
の
一

一
セ
ル

ブ
國
へ
セ

ル
グ
ィ
ア
及
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ

)

を
其
隣

.帝
國
に
併

rf 

せ
し
む
る
か

—

-換
言
す
れ
ば

^

部
の
南
ス

ラ
'グ

人

種

を
ハ
プ

ス
ブ

y

グ

家

の

束

®

の
下 

に
統
一
す
る

だ

.—

舍
く
は
南
ス

ラ

グ
の
ビ
在
モ
ン

S

し
て

セ

ぐ
グ
ィ
ア
を
し
て
該
帝
國 

內
の
同
胞
を
解
放
せ
し
む
る

.か
、ニ

*

其
一
を
選
ぶ
の
外
に
途
あ
る

.な
し

』
(
R

 

3
9)

と
て
セ

グ

グ

ノ
ア
を
中
心
と
す
る
の
*

一

 

を
唱
道
せ

b

o
此
小
册
子
は
ブ
ダ
ガ
リ
ア
が
未
だ 

獨
逸
の
味
方
と
し
て
參
戰
す
る
に
至

6

ざ
る
以
前
に
著
さ
れ
た
る
の
一
事
稍
惜
む
べ

.し

<£
爲 

す
も
、非
常
に
價
値
あ
る
著
作
な

b
。：
予
は
本
稿
を
草
す
る
に
當

 

>
此
書
を
始

V」

し
ヮ

ッ

ト
ン 

の
#

書

.に
負
ふ
所
多

&

を
感
謝
せ
ざ

^

能
は
ず
。
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>

K
r

南
ス
，
ラ

グ

統
一
に
付
多
少

?)
.
囷
難

5:
見
る
ベ
き
恐
あ
る
は
伊
太
利
ビ
の
關
係
な
り
。
ア
ド 

V

ア

海
に
關
し
重
大
な
る
利
害
關
係

?:
'
-
有
す
る

.伊太
利
は
、新

ス

ラ

グ
國
が
ダ
•ル

マ

チ

ア

其
他 

の
同
海
沿
岸
地
を
併
合
す
る
に
對

.し
冷
淡
な
る
を
得
：ざ
る

.ベし
。
且
伊
太
利
自
身
も
此
等
沿 

岸
の
塊
領
に
對
し
て
野
心
を

'有
す
る
な
ぅ
。
然
れ
ど
も

『

セ
,
、ヴイ
ア
の
政
治
的
及
經
濟
的
獨 

立
は
常
に
伊
國
巴
猶
幹
政
策
の

一.

骨
子
た
ぅ
し
所
に
し
マ
又
强
國
と
し
て
の
伊
太
利
の

存
在 

の
た
め
重
要
缺
ぐ
可
多
ざ
る
も
の
た

b』

ヾ
し
は
、#
■
太
利
外
相
ソ
ン 
一
一
ノ
劣
が1

千
.九
百
十
五
年 

十
二
月
一

日

下
院
に
於
て
攤
明

せ

る

所
に
し
て
、伊
太
利
は
大
な
る
好
意
を
以
て
セ
，
、グイ
ア 

を
見

つ

ゝ

あ
b

o

セ

グ

ダ

イ

ア

が『

南
ス
.ラ 

'ヴの
ピ
エ
モ
ン

』

しヾ
し
て

伊
太
^

人
の

半
世
紀
以
前 

.に
實
行
せ
し
所
を
學
ば
ん
と
す
る
に
對
じ
て
は
、寧
ろ
同
情
を
禁

じ

得
ざ
る
.
な

K
y
o

一
千
九

}

S

十
六
年
四
.月
セ
，
、グ
イ
ア
首
相
パ

シ
チ
が

偷
欸
に
於
て
典
統
一
論
を
公
に
し
た 

る
時
#
太
利
に
及
ぼ
す
ベ
き
利
害
に
付

『

我
等
の
慾
僅
は
何
人
を
も
脅
す
も
の
に
非
ず
。
我
等
は
ア
ド
リ
ア
海
の
優
越
權
に
對
す
る 

伊
太
利
の
要
求
を
能
く

-7
解
.す
。
又
之
に
對
し
て
敢
て
興
議
を
唱
へ
ず
。
又
英
佛
.の
如
き 

大
海

^

國
の

正
當

の
' 考
量
を

®

く
べ

■き
も
の

.な
る

.こ
ビ
を

.知

る
-0
雜
等

ぼ
伊

#
.英

の
利

寄

が
夫
の
セ
ル
グ
ィ
ア
多
年
の
保
饑
潘
な
る

露
國
の
利
害

V
J

同
じ
く
、南
ス
ラ
グ
人
の
琪
れ
と 

全
然

一

致
す
る
こ
ビ
を
信
ず

』

W

述
ベ
、伊
太

.利
の
利
害
に
就
て
十
分
の
考
慮

.を
拂
ふ
の
意
思
を
明

.に
し
穴
る
に
#
太
利
の
ギ 

オA

ナ
ル

.デ
タ
ジ
ア
紙
は
之
に
對
し

.

『

バ
シ
チ
氏
が
ア
ド
リ
ア
海
に
於
け
る
優
越
權

^
.對
す
る
伊
太

.利
の
要
求
の
正

#

な

る

乙

ビ 

を
承

5

る
，は
、吾
人
の

大

に

滿
足
.す
る
所
な

b

o

此
優
.越
權

の

範

圃

及

意
義
に
就

て
は
、吾 

人
觅
に
適
當
の
時
機
に
於
て
之
を
評
議
す
べ
し
。
目
下
の
處
に
於
て
は
、吾
人
は
唯
ア
ド

V 

ア
海
に
於
け
る
我
權
利
及
利
益
を
擁
讓
す
る
の
一
方
に
於
て
、セ
ル
グ
ィ
ア
の
芷
當
な
る
利 

益
を
公

.平
に
承
認

•す
る
を
辭
せ
ざ
る
も
の
な
る
こ
ビ
を
繰
返
し

®

く
に
止
む
べ
し

』

<£
言
へ
ぅ
。
想
ふ
に
雨
遨
腹
藏
な
き
協
議
を
遂
げ
ん
に
は
、相
當
の
協
定
に
達
す
る
を

#

ん
。
 

此
協
定
を
成
劝
せ
し
む
る
に
於
て
の

^

要
事
項
マ
し
し
て
ヮ
ッ
ト
ソ
ン
は
，左

の

三

點

?:
擧
示
せ 

6
^
0

(

ご
伊
太
刺
の
國
民

.的
統
一
を

.完

.成
せ
し
む
る
事
。

.(

ニ)

合
理
的
な
る
人
種
上
の
制
限
內
に
於
て
、安

'全
な
る
作
戰

g

獠
界
を
.伊
太
利
に
破
诹
す
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第
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號

7;
:四 

る
事
，
 

.

.
、

•

(

三)

伊
太
利
の
無
防
徵

.に
し
て
又
，守

6
難

'き
東
.海

岸

ょ

ぅ一

切

の

危
險
を
除

..
去
す
る
事
。
 

(wajkans, Italy and 
the Adriatic, P. 

55) 

y

伊

太
利
は
旣
：に
ア
.
ル

パ
，
二
ア
の
グ
ァ

■
ロ
ナ
港
を
占
領
し
、又
同
地
方
の
保
譴
權
所
有
者
を
以 

て
■自
.任
し
、着
々
各

.

®
の
施
設
：を

進

め

つ

、
ぁ
り
。

協

商

列

强

亦

ァ

\

 

\

 

ニ.
ァ

を

伊

太

利

に

與 

ふ

る

に

I'

致
'せ
る

'
:
も

，
の

、

如

し

o 

. 

r
c

れ
ば
ブ
リ
シ
デ
シ

v
j

相
.：對
し
.て
ア
ル
パ
ニ
ア
に
據
ら
ん 

に
は
、以
て
能
く
ァ

.
ド
y

ア
海
の

'優
越

*

を
安
全
に
確
保
す
る
を
得
ベ
き
が

.故
に
#
太
利
は
ダ 

\

マ，
チ
ア
方
面
に
於
て
.多
少
讓
步
す
る
も
不
可
な
か
る
ベ

き

か
。

十
ス

ト
ヅ
ア
地
方
に
於
て 

は
伊
太
利

.ヾ」

烈
•し

く
衝
突
す

る
上
に
、獨

燠
が
フ
ィ
ユ
ー

ム
0

地

方

ビ
共

に

絕

對

に
.其
割

.讓
を
拒 

絕
せ

.んV

欲
す
る
ベ

‘
が
故
に
、自
然
除
外
せ
ら
る
、
に

.至
ら
ん
と
思
ふ

o:兎
に
角
伊
太
利
侧 

ょ

&
の
故
障
の
爲
に
南
ス
：ラ
グ

㈱
一
の
實
行
を
妨
ぐ
る
が
如
き
こ
と
は
無
か
る
べ
し
。

.且
ー
本
尔

(

一
千
九

.百
十
七
年

)
一

月
十
日
聯
合

#
國
政
府
が
.講
和
問
題
に
關
し
て
米
國
に
與
へ 

し
囘
答

「

中
に
は

>

ル
グ
ィ
ア
、及
モ

.ン
テ
ネ
グ
ロ
の
復
舊
及
補
償
を
擧
ぐ
る
外
に
、或
は

『

民
族
主 

義
及
小
國

.安
全
の
原
則
に

.基
く
條
规
に
依

P
保
障
せ
ら
る

 

> 
歐
洲

の
改
造J

と
言
ひ

-或
は

『

人
®

の
意
に
反
し
掠
奪
せ
ら
れ
犮
る
領
土
の
恢
復
、外
國
の

|擬
紳
の
下
に
あ
る
伊
太
利
人
、ス
ラ
グ
人
、
 

ル
ー
マ

一一ァ
人
の
解
放

』

と
言
ひ
、
之
を
以
て
講
和
條
件
ビ
爲
せ
う
。
■是
れ
明
に
民
族
主

_
に
依 

る

a

圖
の
改
造
を
主
張
す
る
も
の
に
し
て
其
中
に
は
南
ス
ラ
グ
の
解
放
を
合
む
ベ
き
こ
と
勿 

論
な

b
。
'
聯
合
諸
國
政
府

•は
：其
の

.發
表
せ
る
嚴
肅
な
る
聲
明
に
對
し
て
、南
ス
ラ
グ
解
放
即
ち 

南
.ス
ラ
、
グ
統

一

の
實
行
を
期
す
ベ

&

義
務
を
負
擔
せ
る
な

&
。
加
之
歐
洲
均
勢

a

織
を
整
ふ 

る
の

»

際
上
の
必
要
ょ
う
云
ふ
も
、列
强
は
巴
爾
幹
の
要
路
に
相
當
の
牴
抗
カ
あ
る
新
國
を
興 

さ

^

る
を
得
ざ
る
の
地
位
に
在

h

o
ナ
ボ
レ
オ
ン
戰
爭
の
時
維
也
納
公
會
は
白
耳
義
方
面
に 

對
す
る
怫
國
の
野
心
を
阻

±

す
る

0 -
保
障
を
造
る
が
た
め

に

、
人
種
上
の
相
違
を
す
ら
無
視
し 

て
白
耳
義
を
荷
蘭
に
合
し
、以
て
之
を
國
際
的
大
堤
防

g

な
せ
ヶ
。
今
同
巴
爾
#
方
面
に
於
て 

獨
塊
の
野
心
に
對
す
る
大
堤
防
を
造
る
の
必
要
は
、維
.也
鈉
公
會
時
代
の
白
耳
義
に
比
し
て
觅 

に
大
な
る
も
の
あ
う
。
況
ん
や
巴
爾
斡
の
新
堤
防
雞
設
は
同
時
に
民
族
的
統

I

な
る
大
主
義 

大
理
想
の
遂
行
を
意
味
し
、白
耳

_

と
荷
蘭
？
の
合
同
の
非
國
民
的
非
遨
義
的
な
う
し
と
は
全 

#

相
違
す

^

な

.b
o
:

勿

.論
”

切
の
問
題
は
聯
八

a

寧

が

最

後

の

勝

利

を

博

す

：る

を
以
て
先
決
の
根
本
修
件
と
爲
す
。

笫
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五六

彼
等
の
武
運
拙

.か
ら
ん
に
は
統
一
問
題
の
解
決

も

不
可
能
と
な

6

ざ
る
可
か

.ず
。

さ

れ
ど
南 

ス
ラ
グ
民
族
の
心
頭
に
靈
火
は
旣
に
點
せ
ら
れ
た
ぅ
。
彼
等
は

K

k
國
民
主
_
の
新
迦
想
に 

燃えつ、あ
戰
場
の
形
勢
に
依

6

»
決
の
時
日
に
遲
速
を
來
す
こ

w

あ
ら
ん
も
®
ス
ラ 

'グ
統

一

の
機
運
の
到
底
■人
力
に
依
て
阻
止

3

れ
難
き
は
、伊
太
利
及
獨
逸
に
於
け
る
過
去
の
國 

民
的
統
一
の
歷
史
に
徵
す
る
も

明

な
P
Q 

口

パ
'
丨
ト
、セ
シ
ル
卿
が

『

セ

ダ
グ
ィ
ア
の
老
偉
人

』

 

と
評
せ
る
パ
シ
ッ
チ
が

『

南
ス
ラ
グ
の
ビ

^

モン

』

の力

'グ
ー
ダ
た
る
を
得
る
ビ
否
と
を
問
は
ず
、

此
の
新
ピ

JB
.
モ
ン
を

^

心
と
す
る

統
一
運
動
は
早
晚
或
形
に
於
て
實
現
の
期

あ
る

.
ベ
&

を

疑

• 

/ 

.

は
ざ
る
な

b
-
o

I
.

フ
工
ル
デ

•ナ

-
ンド。

ラ

ツ
サ
ル

マj

,
逸

勞

働

者

_

「

公
：
開
答
狀

」

及
び
.其
批
評

小
泉
信
三

九
.
：

叙
事
は
少
し
く
前
後

す
る
。

一
.
八
六
三
年
ニ
月
ラ
ツ
サ

,
が「

權
ヵ

ビ

正
.美」

を

公
に

し
て

進 

步
黨

V
J

の
關
係
を
斷
絕
し

.た

1!
$
，
W
方
に
於
て

同
じ

く
進
步
黨
に
失
望
し
：た
る
ラ
ィ
ブ
.チ
ヒ
勞 

働
潘
委
員
會

W

ラ
ツ
サ
グ
ど
の
交
渉
は
旣
に
始
ま
つ
て
居

^

の
で
あ
る

。
.

委
員
會
は
ニ
月
十
日
の
決
議
を
以
て
全
獨
逸
勞
徽
藉
會
議
召
集
の
檄
を
移
す
と
共
に
興
翌 

十

j

日
委
員

.

O
t
t
o

 

D
a
m
m
e
r

の
名
を
以
て
公
式
に

.ラ
ツ
サ
ル
に
書
を
送
つ
た
。
其
要
旨
に
日
く 

貴
卞
公
に
す
る
所
の
小
册
子

「

勞
働
遨
階
級

'
今
日
の

.時
代
ど
の
關

«」

は
當
地
勞
働
#
の
間
に 

於
て
到
處
非
常
な
る
喝
釆
を
以
て
迎
へ
ら
れ
、吾，中
来
委
員

#

も

全

然

貴

下

と

.所
見
を
同
ふ
す

笫
十一

卷

C 
二
八
九)

論

就

フ
エ
が
デ
ナ
ン
で
ヲ
ツ
サ
ル
と
獨
逸
勞
働
潘
婼
え

m

五
七


